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１．これからの専修学校教育の振興のあり

方検討会議について
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「これからの専修学校教育の振興のあり方検討会議」
の開催について

○ 専修学校は昭和50年（1975年）7月に制度化
制度創設以来40年にわたり、自由度の高い制度特性を活かしながら、

多様な分野において、社会のニーズに即応した職業人材養成を展開。

○ 中核的な職業教育機関である専修学校への期待
専修学校は、その柔軟な特性を活かし、また、各地域に根ざした職

業教育機関として、様々な分野において必要とされる職業人材の養成
に向けて、今後ますますその役割を果たしていくことが期待される。

趣 旨

専修学校制度の目的・役割を踏まえつつ、
専修学校固有の課題等への対応を図る観点から、

専修学校教育の振興に関する総合的な検討を行うため、

本検討会議を開催。

（１）専修学校の人材養成機能の向上について
（２）専修学校の質の保証・向上について
（３）専修学校における学びのセーフティネットの保障について 等

検討事項

検討スケジュール

○ 平成２８年５月以降、約１年間検討。
○ 平成２８年度内にとりまとめ。

○ 座 長： 黒田壽二 金沢工業大学学園長・総長

○ 副座長： 今野雅裕 政策研究大学院大学教授

○ 専修学校関係者、学識経験者、経済界関係者、自治体関係者、
高等学校関係者等により構成（合計１３名）

委員構成
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これからの専修学校教育の振興のあり方検討会議委員名簿 

 

※敬称略、五十音順 （◎：座長、○：副座長） 

 

 

浦部ひとみ 東京都立青井高等学校主幹教諭、東京都高等学校進路指

導協議会事務局長 

大井川智明 日本商工会議所企画調査部担当部長 

小方 直幸 東京大学大学院教育学研究科教授 

河原 成紀 学校法人河原学園理事長、全国専修学校各種学校総連合

会常任理事 

◎ 黒田 壽二 金沢工業大学学園長・総長、日本高等教育評価機構理事長 

小杉 礼子 独立行政法人労働政策研究・研修機構特任フェロー 

小林 浩  リクルート進学総研所長、リクルート「カレッジマネジ

メント」編集長 

小林 光俊 学校法人敬心学園理事長、日本児童教育専門学校校長、

全国専修学校各種学校総連合会会長 

○ 今野 雅裕 政策研究大学院大学教授 

清水 信一 武蔵野東高等専修学校校長、全国高等専修学校協会会長、

全国専修学校各種学校総連合会常任理事 

寺田 盛紀 岡山理科大学教授、名古屋大学名誉教授 

前鼻 英蔵 学校法人西野学園理事長、全国専修学校各種学校総連合

会理事・全国専門学校青年懇話会会長 

吉本 馨  大阪府教育庁私学課長  

 

［１３名］ 
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これからの専修学校教育の振興のあり方検討会議 

審議経過報告（平成 28年 8月） 

≪概要≫ 

 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 専修学校振興策を、３本柱のもとに整理する。 

① 「人材養成」（専修学校教育の人材養成機能の向上） 

② 「質保証・向上」（専修学校教育の質保証・向上） 

③ 「学習環境」（学びのセーフティネットの保障） 

○  新たな高等教育機関の議論等も進む中で、教育を行う場としての専修学校の価値を

問い直し、その下に個別の施策を展開すべく、更に検討を深める。 

 

 

 

 

【産学連携】 

○ 機動的な教育活動展開のための産学連携の体制づくり 

専修学校において、産業界・社会が求める有為な人材を養成する機能を向上・強化

していくため、産官学による組織的・機動的かつ持続可能な連携体制づくりに向けた

支援が必要。 

○ 産学連携による教育手法の確立 

専修学校と企業等が連携しつつ学習と実践を組み合わせて行う教育手法の確立に

向けたガイドラインの作成を進めることが必要。 

 

 

 

基本的方向性【専修学校教育振興策の基本方針】 

具体的施策 

（１）人材養成について 

 

【開催趣旨】 

 専修学校は昭和５０年７月に制度化され、多様な分野において、社会のニーズに

即応した職業人材養成を展開。中核的な職業教育機関として、今後ますますその役

割を果たしていくことが期待されることから、専修学校教育の振興に関する総合的

な検討を行うため、そのあり方に関する検討会議を開催。 
 
【開催状況】 

有識者１３名により構成（座長：黒田壽二 金沢工業大学学園長・総長）。 

平成２８年５月以降、これまでに計４回開催（年度内に最終とりまとめ）。 

 

検討会議について 
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【社会人の学び直し】 

○ 社会人の学び直し促進の具体的展開 

専門学校による短期プログラムの実践は、社会人の学び直しの受け皿としての役割

が大きく、企業における能力開発ニーズとのマッチングを図りながら、学び直し機会

の創出に向けた支援が必要。あわせて、学び直し講座に関するポータルサイト等によ

り、講座情報に簡単にアクセスできるようにしていくことが必要。 

○ 社会人の学び直しのための企業等による支援 

雇用環境、企業に対する奨励金等、社会人の学び直し促進に向けた企業支援の広が

りも求められる。また、専門実践教育訓練給付金が専門学校において一層活用される

よう更なる検討が必要。 

 

【留学生・グローバル化】 

○ 総合的な留学生施策 

   グローバル化に対応した人材育成のため、現地の日本語教育機関等と連携しながら、

専門学校における留学生受入れに関する質的・量的充実に向けた方策を打ち出すこと

が必要。なお、卒業後、日本国内の企業等で一定期間就労し、実践することの教育的

意義について、今後検討を深めていくことが有益。 

○ 職業教育の国際通用性の確保 

海外の職業教育機関や専修学校で学んだことが、共通の枠組みの中で位置付けられ、

国際的に担保されることは重要であり、今後の検討課題。 

 

 

 

【職業実践専門課程】 

○ 職業実践専門課程の今後のあり方 

  効果検証を行いながら取組内容の充実等を進めていくため、卒業生調査も含めて、

実態調査を継続的に実施することが重要。それを踏まえ、一層の充実を目指した今後

の位置づけについて、引き続き検討。 

○ 職業実践専門課程を基軸とした質保証・向上の更なる充実 

学校評価・情報公開の充実は、専修学校の質保証・向上における取組として、今後

一層重要。第三者評価の活用のあり方については、職業実践専門課程認定との関連性

も含めて、引き続き検証・検討。 

 

【教育体制の充実】 

○ 教職員の資質能力向上の推進 

専修学校の質的底上げを図ることは重要な課題であり、その際に、専修学校の教職員

の資質能力向上支援（指導力や事務機能向上等に向けた研修体制の構築支援）は重要。 

 

 

（２）質保証・向上について 
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【専修学校についての理解・認知度向上】 

○ 専修学校についての積極的な情報発信 

高等学校や地域の行政機関等との連携を進めながら、専修学校の意義・役割を積極

的に発信していくべき。また、国・都道府県等においても、必要な情報を集約して発

信していくことが必要。あわせて、専修学校の理解度・認知度の向上のためには、質

を伴った教育実践が不可欠。 

○ 専修学校からの発信のあり方 

専修学校自身が好事例を整理して公表することも大切。 

○ 専修学校への進学に関する自主的なルール作りの必要性 

     ＡＯ入試による早期の進路決定も含めた進路指導等のあり方につき、高等学校等と

専修学校の話し合いの場が持たれ、ガイドライン作成等がなされることが望ましい。 

○ 専修学校の理解促進のための高等学校等教員研修の充実等 

各都道府県等で実施する教員向けの研修等を通じ、専修学校への理解を深めること

も必要。 

 

 

 

【経済的支援】 

○ 修学困難な専門学校生に対する経済的支援のあり方検討 

経済的に修学困難な専門学校生に対する経済的支援について、実証研究事業の着実な

実施・検証を進め、具体的な方策につなげていくべき。 

 

【教育基盤整備】 

○ 専修学校の教育基盤整備支援 

平成 28年熊本地震により被災した専修学校等施設設備の復旧も含め、教育基盤整備

等について、必要な支援の実現を進めていくことが必要。 

 

【多様な学び・教育の実現】 

○ 個に応じた多様な学びの機会の保障 

専修学校は、一条校と相まって個に応じた多様な学習機会を提供している中で、学

ぶ学生・生徒の目線に立って、専修学校における多様な学び・教育の実現に向けて課

題があるものについては、今後とも課題の解決に向けて対応していくことが必要。 

○ インクルーシブ教育システムの実現 

柔軟に教育課程を編成できる専修学校の強みも生かしながら、高等専修学校等におけ

る特別に配慮が必要な学生・生徒の多様な学びの促進と必要な支援を進めていくべき。 

（３）学習環境について 
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２．平成２９年度専修学校関係予算（案）

について 
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　　　　　　　　　（　）は28年度予算額

16.8 億円 （ 　－　 ）

2.5 億円 （　－　）

　専修学校への留学に関する総合的・戦略的な留学生施策の推進を図るため、諸外国における日
本の専修学校の広報・優秀な外国人留学生の掘り起こし、日本語教育支援や修学支援、留学生の
在籍管理、卒業後の国内への定着支援など、各地域における関係機関・団体との連携によるモデ
ル体制の構築を進める。

7.6 億円 （7.6億円）

1.8 億円 （1.8億円）

職業教育の充実及び専修学校教育の質保証・向上を図るため、専修学校における研修体制づく
り等の推進や、高校や企業等への効果的な情報発信の在り方について検討・検証を行うととも
に、職業実践専門課程認定校を中心とした第三者評価の検証等の取組を進める。

1.8 億円 （3.0億円 ）　　

意欲と能力のある専門学校生が経済的理由により修学を断念することがないよう、専門学校生
に対する経済的支援策について総合的な検討を進めるため、実証的な研究として経済的支援及び
その効果検証等を行う。

3.0 億円 （3.0億円）

【補助対象】
　・教育装置や学内LAN装置の整備
　・学校施設や非構造部材の耐震化工事、バリアフリー化工事、備蓄倉庫や自家発電設備の整備
　・太陽光発電導入工事、エコ改修工事

2.2 億円 （2.2億円）

【補助対象】
　・情報処理関係設備の整備

億円 （35.2億円）

62.0

5.6

＜東日本大震災や熊本地震からの復興関係＞

○　被災児童生徒就学支援等事業（熊本地震対応分）【新規】
○　被災児童生徒就学支援等事業　　※東日本大震災復興特別会計

平成２９年度  専修学校関係予算（案）

　専修学校教育の人材養成機能の向上

○　専修学校による地域産業中核的人材養成事業【新規】

○　私立学校施設整備費補助金

　柔軟な制度的特性を生かしながら産業構造の変化や各地域のニーズ等に対応した実践的な職業
教育を行う専修学校の人材養成機能の充実・強化を図るため、社会人向けの教育プログラムや特
色ある教育カリキュラムの開発、効果的な産学連携教育の実施のためのガイドラインの作成、分
野に応じた中長期的な人材育成に向けた協議体制の構築を進める。
　　＜事業での取組＞
　　　・教育プログラム等の開発
　　　・産学連携手法（専修学校版デュアル教育）の開発
　　　・産学連携体制の整備

億円の内数

億円の内数

○　私立大学等研究設備整備費等補助金

合 計

○　専修学校グローバル化対応推進支援事業【新規】

○　国費外国人留学生制度

　専修学校教育の質保証・向上

○　職業実践専門課程等を通じた専修学校の質保証・向上の推進

　学びのセーフティネットの保障

○　専門学校生への効果的な経済的支援の在り方に関する実証研究事業

35.9

※ 上記のほか、高等学校等就学支援金、日本学生支援機構の奨学金事業等の中に、専修学校生を対象とした予算が含まれている。

※ 平成28年度予算の合計欄には、平成29年度予算案の「専修学校による地域産業中核的人材養成事業」に統合する「成長分野等における中核的

専門人材養成等の戦略的推進」事業（15.3億円）及び「専修学校版デュアル教育推進事業」（1.5億円）、並びに平成28年度限りの事業である「専

修学校留学生就職アシスト事業」（0.5億円）等の予算額を含めている。

※ 計数はそれぞれ四捨五入しているため、合計と一致しない。
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携
体
制
の
構
築

⇒
人
材
育
成
協
議
会
の
設
置

タ
ー
ゲ
ッ
ト
②

タ
ー
ゲ
ッ
ト
③

タ
ー
ゲ
ッ
ト
④
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介
護
・看
護

保
育

医
療

Ｉ
Ｔ

観
光

デ
ザ
イ
ン

美
容

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

ア
ニ
メ
・漫
画

社
会
基
盤

ゲ
ー
ム
・Ｃ
Ｇ

取
組
実
施
分
野
の
例

地
域
や
業
界
団
体
・
企
業
等
の
人
材
ニ
ー
ズ
が
高
い
分
野
に
お
け

る
実
践
的
な
知
識
・
技
術
・
技
能
を
修
得
す
る
た
め
、
専
修
学
校
等

に
お
い
て
、
地
元
企
業
や
業
界
団
体
等
の
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
た

「
オ
ー
ダ
ー
メ
ー
ド
型
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の
開
発
・
実
証
等
を
行

う
。
※
「
成
長
分
野
等
に
お
け
る
中
核
的
専
門
人
材
養
成
等
の
戦
略
的
推
進
」
事
業
の
継
続
メ
ニ
ュ
ー

地
域
や
業
界
団
体
・
企
業
等
の
人
材
ニ
ー
ズ
が
高
い
分
野
に
お
け

る
実
践
的
な
知
識
・
技
術
・
技
能
を
修
得
す
る
た
め
、
専
修
学
校
等

に
お
い
て
、
地
元
企
業
や
業
界
団
体
等
の
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
た

「
オ
ー
ダ
ー
メ
ー
ド
型
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の
開
発
・
実
証
等
を
行

う
。
※
「
成
長
分
野
等
に
お
け
る
中
核
的
専
門
人
材
養
成
等
の
戦
略
的
推
進
」
事
業
の
継
続
メ
ニ
ュ
ー

地
域
版
学
び
直
し
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
・
実
証

高
等
専
修
学
校
等
に
お
い
て
、
後
期
中
等
教
育
段
階
か
ら
高
等
教

育
や
就
業
へ
の
継
続
性
の
あ
る
教
育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
や
、
特
別
に
配

慮
が
必
要
な
生
徒
等
の
特
性
を
踏
ま
え
た
支
援
体
制
・
教
育
手
法

（
教
育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
や
就
業
支
援
等
）
の
開
発
・
実
証
を
行
う
。

※
「
成
長
分
野
等
に
お
け
る
中
核
的
専
門
人
材
養
成
等
の
戦
略
的
推
進
」
事
業
の
継
続
メ
ニ
ュ
ー

特
色
あ
る
教
育
推
進
の
た
め
の
教
育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
等
の
開
発
・
実
証

（
事
業
の
概
要
）

ઇ  উ ট ॢ ছ  ಉ

भ ৫ 

ਓ ৾ ৴  ু ১ भ ৫ 

ਓ ৾  ৴ 

৬  भ ତ 

メ
ニ
ュ
ー
１

教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
の
開
発

環
境
･エ
ネ
ル
ギ
ー

農
業

畜
産

専
修
学
校
を
活
用
し
た
社
会
人
の
学
び
直
し
を
積
極
的
に
推
進
す

る
た
め
、
専
修
学
校
に
お
い
て
、
e
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
積
極
的
に
活
用

し
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
編
成
に
よ
る
学
び
直
し
講
座
の
開
設
な
ど
、
社

会
人
の
学
び
直
し
を
推
進
す
る
た
め
の
方
策
に
つ
い
て
調
査
研
究
を

実
施
す
る
。
【
新
規
メ
ニ
ュ
ー
/委
託
事
業
】

専
修
学
校
を
活
用
し
た
社
会
人
の
学
び
直
し
を
積
極
的
に
推
進
す

る
た
め
、
専
修
学
校
に
お
い
て
、
e
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
積
極
的
に
活
用

し
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
編
成
に
よ
る
学
び
直
し
講
座
の
開
設
な
ど
、
社

会
人
の
学
び
直
し
を
推
進
す
る
た
め
の
方
策
に
つ
い
て
調
査
研
究
を

実
施
す
る
。
【
新
規
メ
ニ
ュ
ー
/委
託
事
業
】

e
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
積
極
活
用
等
に
よ
る
学
び
直
し
講
座
の
開
設
等

【
趣
旨
】

実
践
的
な
職
業
教
育
を
行
う
専
修
学

校
等
の
学
び
直
し
機
能
の
向
上
に
向
け
、

学
び
直
し
講
座
の
開
設
促
進
や
、
社
会

人
が
学
び
や
す
い
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

開
発
を
行
う
。
ま
た
、
高
等
専
修
学
校

（
専
修
学
校
高
等
課
程
）
等
に
お
け
る

特
色
あ
る
教
育
を
推
進
す
る
た
め
の
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
の
開
発
を
行
う
。

専
修

学
校

に
よ

る
地

域
産

業
中

核
的

人
材

養
成

事
業
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メ
ニ
ュ
ー
２

産
学
連
携
手
法
の
開
発

【
趣
旨
】

専
修
学
校
に
お
い
て
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
求
め
ら
れ
る
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
在
り
方

を
見
据
え
、
学
習
と
実
践
を
組
み
合
わ
せ
て
行
う
効
果
的
な
教
育
手
法
を
開
発
し
、
学
校
・
産
業
界

双
方
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
し
て
作
成
・
共
有
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
質
保
証
・
向
上
を
図
り
つ
つ
、

実
効
的
・
組
織
的
な
産
学
協
同
に
よ
る
教
育
体
制
を
構
築
す
る
。

産
学
連
携
の
下
で
、
学
習
と
実
践
を
組
み
合
わ
せ
て
行
う
効
果
的
な
教
育
手
法
を
開
発
・
確
立
し
、

標
準
モ
デ
ル
と
し
て
パ
ッ
ケ
ー
ジ
化
（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
策
定
）
⇒
各
専
修
学
校
の
産
学
連
携
教
育
の
質
向
上

指
導
・
評
価
手
順

企
業
と
学
校
の
マ
ッ
チ
ン
グ

事
前
・
事
後
学
習
手
順

専 修 学 校

地 元 企 業 ・ 業 界 団 体

《
学
習
と
実
践
を
組
み
合
わ
せ
て
行
う
教
育
シ
ス
テ
ム
（
専
修
学
校
版
デ
ュ
ア
ル
教
育
）
の
構
築
》

工 業
農 業

医 療
衛 生

教 育
社 会

福 祉
商 業

実 務
服 飾

家 政
文 化

教 養

コ
ー
オ
プ
教
育

学
校
内
実
習

共
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

等

要
素
抽
出
・
類
型
化

（
H2

8）

学
生
受
入
手
順

学
生
評
価
指
標

保
険
の
扱
い

知
的
財
産
権
の
扱
い

実
証
・
体
系
化
（

H2
9-

)

既
存
の

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
外

既
存
の

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
内

専
修

学
校

に
よ

る
地

域
産

業
中

核
的

人
材

養
成

事
業

ઇ  উ ট ॢ ছ  ಉ

भ ৫ 

ਓ ৾ ৴  ু ১ भ ৫ 

ਓ ৾  ৴ 

৬  भ ତ 
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メ
ニ
ュ
ー
３

機
動
的
な
産
学
連
携
体
制
の
整
備

【
趣
旨
】

我
が
国
の
専
修
学
校
群
が
、
自
由
度
の
高

い
制
度
特
性
を
生
か
し
な
が
ら
、
変
化
す
る

社
会
ニ
ー
ズ
に
的
確
に
応
え
、
そ
の
役
割
を

果
た
し
て
い
く
こ
と
を
支
援
す
る
。

≫
≫
専
修
学
校
と
産
業
界
・
行
政
機
関
等
を
構

成
員
と
す
る
協
議
会
に
お
い
て
、
各
分
野

に
お
け
る
人
材
育
成
の
在
り
方
を
検
討
し
、

各
専
修
学
校
に
お
け
る
教
育
内
容
の
改

編
・
充
実
に
つ
な
げ
る
と
と
も
に
、
持
続

可
能
な
協
議
体
制
の
整
備
を
促
す
。

最
新
の産
業
動
向
や
業
界
ニー
ズ把
握
・共
有

ニー
ズを
踏
まえ
た具
体
的
な
教
育
機
会
の提
供

効
果
的
な
教
育
体
制
・手
法
の
検
証

時
代
に
応
じ適
時
に
教
育
手
法
等
の
改
善

が
な
され
る
プ
ロセ
ス
の
確
立

組
織
の
自
立
化
に
向
け
た
検
討

等

分
野
別
の
人
材
育
成
協
議
会
の
取
組
（
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
＋
α
）

Ｐ D C Ａ α

専
修
学
校
、
産
業
界
・
行
政
機
関
等
が
特
定
の
分
野
の
中

長
期
的
な
人
材
育
成
に
つ
い
て
協
議
し
、
各
専
修
学
校
の
教

育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
反
映
し
、
教
育
内
容
の
改
編
・
充
実
を

実
施
す
る
。
【
新
規
メ
ニ
ュ
ー
/委
託
事
業
】

専
修
学
校
、
産
業
界
・
行
政
機
関
等
が
特
定
の
分
野
の
中

長
期
的
な
人
材
育
成
に
つ
い
て
協
議
し
、
各
専
修
学
校
の
教

育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
反
映
し
、
教
育
内
容
の
改
編
・
充
実
を

実
施
す
る
。
【
新
規
メ
ニ
ュ
ー
/委
託
事
業
】

（
事
業
の
概
要
）

分
野
横
断
的
な
連
携
・
情
報
共
有
を
実
施
す
る
連
絡
協
議
会

地
域
版
人
材
育
成
協
議
会
の
設
置
（
分
野
別
）
※
1
2
箇
所

全
国
版
人
材
育
成
協
議
会
の
設
置
（
分
野
別
）
※
２
箇
所

※
代
表
機
関
と
な
る
専
修
学
校
又
は
専
修
学
校
振
興
団
体
に
委
託
し
実
施
。

企
業
・業
界
団
体

行
政
機
関

専
修
学
校

全
国
版
の
人
材
育
成
協
議
会

（
○
○
分
野
）

平
成
29
年
度
の

メ
イ
ン
タ
ー
ゲ
ット

専
修
学
校

企
業
・業
界
団
体

行
政
機
関

地
域
版
の
人
材
育
成
協
議
会

（
○
○
分
野
）

企
業
・業
界
団
体

行
政
機
関

地
域
版
の
人
材
育
成
協
議
会

（
○
○
分
野
）

専
修
学
校

専
修

学
校

に
よ

る
地

域
産

業
中

核
的

人
材

養
成

事
業

ઇ  উ ট ॢ ছ  ಉ

भ ৫ 

ਓ ৾ ৴  ু ১ भ ৫ 

ਓ ৾  ৴ 

৬  भ ତ 
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◎
留
学
状
況
調
査
実
施
・分
析

◎
広
報
ツー
ル
の
更
新
・改
善

等

諸
外
国
に
お
け
る
日
本
の
専
修
学
校
の
広
報
・優
秀
な
外
国
人
留
学
生
の
掘
り起
こし
、日
本

語
教
育
支
援
や
修
学
支
援
、留
学
生
の
在
籍
管
理
、卒
業
後
の
国
内
へ
の
定
着
支
援
な
ど、
専

修
学
校
へ
の
留
学
に
係
る
入
口
か
ら出
口
に
至
る
ま
で
の
総
合
的
・戦
略
的
な
留
学
生
施
策
の
推

進
に
つ
い
て
、各
地
域
に
お
け
る
関
係
機
関
・団
体
との
連
携
に
よる
モ
デ
ル
体
制
を構
築
す
る
。

◎
戦
略
的
推
進
の
た
め
の
ター
ゲ
ット
国
・分
野
特
定

◎
諸
外
国
に
お
け
る
専
修
学
校
の
広
報
・周
知
・留
学
生
掘
り起
こし

◎
非
漢
字
圏
の
留
学
生
の
日
本
語
指
導
と専
修
学
校
との
接
続

◎
国
内
企
業
との
マッ
チ
ング
・定
着
支
援

◎
教
職
員
・企
業
担
当
者
の
受
入
対
応
能
力
向
上
の
た
め
の
研
修

等

25
,4

63
 

24
,0

92
 

24
,5

86
 

29
,2

27
 

3
8
,6

5
4
 

H2
4

H2
5

H2
7

H2
3

ii）
高

等
教

育
等

を
通

じ
た

人
材

力
の

強
化

専
修
学
校
に
つ
い
て
も
、グ
ロー
バ
ル
化
に
対
応
した
人
材
育
成
の
た
め
の
留
学
生
受
入
れ
促

進
等
に
関
す
る
方
策
や
、「
職
業
実
践
専
門
課
程
」の
実
績
検
証
等
を
含
め
た
専
修
学
校
教

育
の
在
り方
に
つ
い
て
、本
年
度
中
に
検
討
し、
産
業
界
の
ニー
ズ
を
踏
ま
え
た
専
修
学
校
の
専

門
人
材
の
育
成
機
能
の
強
化
と質
の
保
証
・向
上
を
図
る
た
め
に
必
要
な
制
度
的
措
置
等
を

来
年
度
ま
で
に
講
じる
。

専
修
学
校
グ
ロ
ー
バ
ル
化
対
応
推
進
支
援
事
業

［
日
本
再
興
戦
略
（
平
成
２
８
年
６
月
２
日
閣
議
決
定
）
］
（
抜
粋
）

新
た
な
課
題
に
も
対
応
した
総
合
的
・

戦
略
的
な
留
学
生
施
策
推
進
の
必
要
性

Ⅰ

専
修
学
校
の
外
国
人
留
学
生
の

留
学
動
向
や
その
後
の
就
職
状
況
、

並
び
に
日
本
人
学
生
の
留
学
状
況

に
つ
い
て
、全
国
的
な
調
査
を実
施

す
る
とと
も
に
、広
報
ツー
ル
を更
新
す

る
。

平
成
２
９
年
度
予
定
額
：
2
5
2
百
万
円
【
新
規
】

H2
6

専
修
学
校
（
専
門
課
程
）
の
外
国
人
留
学
生
の
増
加

【専
修
学
校
留
学
生
就
職
ア
シ
ス
ト事
業
】（
～
H2
8)

受
入
れ
分
野

拡
大
の
可
能
性

(介
護
分
野
等
）

各
地
域
に
お
け
る
留
学
生
の
戦
略
的
受
入
れ
に
向
け
た
体
制
整
備

継
続
的
な
実
態
把
握
等

非
漢
字
圏
の

留
学
生
増
加

(ﾍ
ﾞﾄ
ﾅﾑ
,ﾈ
ﾊﾟ
ｰﾙ
等
）

専
修
学
校

広
報
資
料

(約
10
か
国
語
）

実
態
把
握

・共
有

留
学
生
就
職

相
談
会
等

受
入

拡
大

留
学
生
の

急
増
へ
の
対
応

入
口
か
ら出
口

に
至
る
ま
で
の

連
携
体
制
構
築

受
入
れ
手
引
書

作
成
（
H2
8)

等

Ⅱ

外
国
の

教
育
機
関
等

日
本
語

教
育
機
関

専
修
学
校

産
業
界

協
議
会

主
な
取
組

取
組

ూ ବ ૌ ு भ  ੌ ؞ ਛ ટ ୖ 

日
本
学
生
支
援
機
構
「
外
国
人
留
学
生
在
籍
状
況
調
査
」

হ   ઍ

第
Ⅱ
.３
つ
の
ア
クシ
ョン
プ
ラン

２
．
雇
用
制
度
改
革
・人
材
力
の
強
化

⑦
グ
ロー
バ
ル
化
等
に
対
応
す
る
人
材
力
の
強
化

優
秀
な
外
国
人
留
学
生
に
つ
い
て
も
、2
01
2年
の
14
万
人
か
ら
20
20
年
ま
で
に

30
万
人
に
倍
増
させ
る
こと
（
「留
学
生
30
万
人
計
画
」の
実
現
）
を
目
指
す
。

［
日
本
再
興
戦
略
（
平
成
２
５
年
６
月
１
４
日
閣
議
決
定
）
］
（
抜
粋
）
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◆
第
三
者
評
価
の
研
究
等
を
通
じ
た
質
保
証
・
向
上
の
推
進

第
三
者
評
価
に
つ
い
て
、
認
定
校
を
中
心
と
し
て
、
分
野
ご
と
の
課
題
等

を
取
り
ま
と
め
つ
つ
、
各
分
野
関
係
団
体
や
企
業
等
が
参
画
し
、
第
三
者
評

価
の
試
行
・
検
証
を
進
め
、
そ
の
普
及
・
拡
大
の
た
め
の
取
組
を
実
施
す
る
。

ま
た
、
分
野
横
断
的
な
第
三
者
評
価
の
基
準
や
評
価
体
制
等
の
在
り
方
に

つ
い
て
も
検
証
を
進
め
、
標
準
的
な
評
価
モ
デ
ル
の
構
築
を
目
指
す
。

◆
質
保
証
・
向
上
の
た
め
の
実
態
調
査

産
業
界
と
の
連
携
に
よ
る
教
育
課
程
の
編
成
等
の
実
施
状
況
や
、
卒
業
生

の
企
業
内
に
お
け
る
評
価
な
ど
、
職
業
実
践
専
門
課
程
に
係
る
実
態
調
査
を

行
う
と
と
も
に
、
認
定
効
果
の
比
較
分
析
等
の
た
め
、
非
認
定
の
専
門
課
程

や
高
等
課
程
等
を
含
め
た
専
修
学
校
に
関
す
る
実
態
調
査
を
実
施
す
る
こ
と

に
よ
り
、
専
修
学
校
の
一
層
の
質
保
証
・
向
上
に
つ
な
げ
る
。

職
業
実
践
専
門
課
程
等
を
通
じ
た
専
修
学
校
の
質
保
証
・
向
上
の
推
進

職
業
実
践
専
門
課
程
等
の
充
実
に
向
け
た
取
組
の
推
進

◆
専
修
学
校
の
質
保
証
・
向
上
に
関
す
る
調
査
研
究
協
力
者
会
議

職
業
実
践
専
門
課
程
の
実
態
調
査
等
に
基
づ
く
検
証
等
に
よ
り
、
専
修
学
校
の

質
保
証
・
向
上
の
推
進
に
向
け
た
方
策
の
検
討
を
行
う
調
査
研
究
協
力
者
会
議
を

開
催
す
る
。

◆
専
修
学
校
教
育
研
究
協
議
会

専
修
学
校
の
運
営
改
善
に
向
け
た
取
組
等
に
関
す
る
研
究
等
を
行
う
協
議
会
を
開

催
す
る
。調
査
研
究
協
力
者
会
議
等
の
開
催

＜
背
景
・
経
緯
＞

＜
事
業
の
内
容
＞
※
点
線
枠
部
分
は
新
規
項
目

職
業
教
育
の
充
実
，
専
修
学
校
の
質
保
証
・
向
上

（
前
年
度
予
算
額
：
１
８
３
百
万
円
）

平
成
２
９
年
度
予
定
額
：
１
８
１
百
万
円

学
校
評
価
の
充
実

平
成
2
8
年
5
月
～
：
[
こ
れ
か
ら
の
専
修
学
校
教
育
の
振
興
の
あ
り
方
検
討
会
議
]

平
成
2
8
年
6
月
：
[
日
本
再
興
戦
略
改
訂
２
０
１
６
（
平
成
２
８
年
６
月
２
日
閣
議
決
定
）
]

専
修
学
校
に
つ
い
て
も
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
対
応
し
た
人
材
育
成
の
た
め
の
留
学
生
受
入
れ
促
進
等
に
関
す
る
方
策
や
、
「
職
業
実
践
専
門
課
程
」
の
実
績
検
証
等
を
含
め
た
専
修
学
校
教
育
の
在
り

方
に
つ
い
て
、
本
年
度
中
に
検
討
し
、
産
業
界
の
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
た
専
修
学
校
の
専
門
人
材
の
育
成
機
能
の
強
化
と
質
の
保
証
・
向
上
を
図
る
た
め
に
必
要
な
制
度
的
措
置
等
を
来
年
度
ま
で
に
講
じ
る
。

専
修
学
校
制
度
の
目
的
・
役
割
を
踏
ま
え
つ
つ
、
専
修
学
校
固
有
の
課
題
等
へ
の
対
応
を
図
る
観
点
か
ら
、
専
修
学
校
教
育
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
検
討
を
行
う
。

◆
社
会
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
効
果
的
な
情
報
発
信
の
推
進

高
校
や
企
業
な
ど
を
意
識
し
た
効
果
的
な
情
報
集
約
・
情
報
発
信
等
の
在
り
方

に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
広
報
ツ
ー
ル
の
開
発
等
を
行
う
。

◆
情
報
公
開
等
の
促
進
に
資
す
る
取
組

「
学
校
評
価
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
踏
ま
え
た
「
情
報
公
開
の
手
引
き
」

(平
成

28
年

度
開
発
予
定

)に
係
る
視
聴
覚
教
材
を
作
成
し
、
そ
の
活
用
を
含
め
た
研
修
等
を

各
地
で
実
施
す
る
体
制
づ
く
り
を
進
め
、
学
校
評
価
の
充
実
を
図
る
。

◆
教
員
の
資
質
能
力
向
上
の
取
組

職
業
実
践
専
門
課
程
の
教
員
の
指
導
力
等
の
向
上
に
資
す
る
研
修
プ
ロ
グ

ラ
ム
を
開
発
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
成
果
を
普
及
す
る
。
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【
支
援
対
象
の
生
徒
が
在
籍

す
る
専
門
学
校
の
要
件
】

・
生
徒
へ
の
学
校
独
自
の
授
業
料
等

減
免
の
実
施

・
専
門
学
校
が
実
施
す
る
授
業
料
等

負
担
軽
減
に
関
す
る
情
報
の
公
開

・
質
保
証
・
向
上
に
関
す
る
取
組

（
学
校
評
価
）

等

専
門
学
校
生
へ
の
効
果
的
な
経
済
的
支
援
の
在
り
方
に
関
す
る
実
証
研
究
事
業

意
欲
と
能
力
の
あ
る
専
門
学
校
生
が
経
済
的
理
由
に
よ
り
修
学
を
断
念
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
専
門
学
校
生
に
対
す
る
経
済
的
支
援

策
に
つ
い
て
総
合
的
な
検
討
を
進
め
る
た
め
、
教
育
機
会
を
確
保
す
る
た
め
の
取
組
、
公
費
投
入
に
つ
い
て
の
教
育
的
効
果
の
検
証

や
効
果
的
な
修
学
支
援
の
検
証
等
に
つ
い
て
実
証
的
な
研
究
を
行
う
。

調
査
研
究
機
関

都
道
府
県

趣
旨
・
目
的

デ
ー
タ
に
基
づ
き
、
施
策

効
果
等
の
分
析
・検
証

・
生
活
行
動
の
変
化
分
析

・
進
路
実
現
の
分
析

・
効
果
的
な
経
済
的
支
援
策

の
在
り
方
検
討

等

専
門
学
校
生
へ
の
修
学
支
援
の
推
進

３
.支
援
効
果
等
に
係
る
基
礎
デ
ー
タ
収
集

中
途
退
学
や
就
職
内
定
率
等
の
デ
ー
タ
収
集
等

※
全
て
の
専
門
学
校
か
ら
基
礎
デ
ー
タ
を
収
集
す
る
。

私
立
専
門
学
校

【
経
済
的
支
援
の
要
件
】

・
経
済
的
に
修
学
困
難
（生
活
保
護

世
帯
及
び
そ
れ
に
準
ず
る
世
帯
）

・
ア
ン
ケ
ー
ト
等
へ
の
協
力

・
職
業
目
標
達
成
に
向
け
た
講
義
等

の
受
講
・
成
果
報
告

国
（
文
部
科
学
省
）

委
託

報
告

【
実
施
期
間
】

平
成
27
年
度
～
2
9年
度

【
対

象
】

都
道
府
県
・
調
査
研
究
機
関

１
.専
門
学
校
生
に
対
す
る
修
学
支
援

✪
修
学
支
援
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
配
置

・
財
政
的
生
活
設
計
に
対
す
る
助
言

・
学
生
生
活
相
談

・
就
職
相
談
(特
に
出
身
地
や
学
校
所
在
地
に
お
け
る
就
職
）

・
経
済
的
困
難
な
生
徒
か
ら
の
情
報
収
集

等
連
携

２
.専
門
学
校
生
に
対
す
る
経
済
的
支
援

デ
ー
タ
集
約

委 託
協
力
者
の

指
定
・
支
援

経
済
的
に

修
学
困
難
な
生
徒

（
協
力
者
）

（
前
年
度
予
算
額
：
３
０
５
百
万
円
）

平
成
２
９
年
度
予
定
額
：
１
８
１
百
万
円
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経
済
的
支
援
を
実
施
す
る
上
で
の
生
徒
・
専
門
学
校
の
要
件

生
徒
の
経
済
的
要
件

生
徒
が
在
籍
す
る
専
門
学
校
の
要
件

◆
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
世
帯
の
生
徒
で
あ
る
こ
と
。

①
生
活
保
護
世
帯
の
生
徒

②
市
町
村
民
税
所
得
割
非
課
税
世
帯
の
生
徒

③
所
得
税
非
課
税
世
帯
の
生
徒

④
保
護
者
等
の
倒
産
、
失
職
な
ど
に
よ
り
家
計
の
急
変

し
た
世
帯
の
生
徒

◆
次
に
掲
げ
る
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
専
門
学
校
で
あ
る
こ
と
。

①
私
立
専
修
学
校
専
門
課
程
(専
門
学
校
)で
あ
る
こ
と

②
経
済
的
理
由
に
よ
り
修
学
困
難
な
生
徒
を
対
象
と
し
た
授
業

料
減
免
を
実
施
し
て
い
る
こ
と

③
経
済
的
支
援
の
概
要
等
や
財
務
会
計
に
関
す
る
書
類
を
公
開

し
て
い
る
こ
と

④
学
校
評
価
（
自
己
評
価
）
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
を
公
表
し

て
い
る
こ
と

等

委
託
費
に
よ
る

支
援
額

学
校
の
減
免
額

生
徒
の
負
担
額

生
徒
に
と
っ
て

減
免
さ
れ
る
額

学
校
が
減
免
し
た
額

の
２
分
の
１
以
内
の
額

委
託
費
支
援
前
の
生
徒
の
元
負
担
額

（
支
援
の
対
象
と
な
る
経
費
）

支
援
金
の
額
は
、
専
門
学
校
が
実
施
し
た
授
業
料
減
免
額
を

基
礎
と
し
て
算
定
し
た
金
額
の
２
分
の
１
以
内
と
す
る
。
た
だ

し
、
１
年
間
の
授
業
料
に
充
て
る
支
援
金
の
上
限
額
は
専
門
学

校
が
学
則
等
で
定
め
る
授
業
料
の
４
分
の
１
の
金
額
を
超
え
な

い
も
の
す
る
。

〔
経
済
的
支
援
の
金
額
及
び
イ
メ
ー
ジ
図
〕

★
パ
タ
ー
ン
①
※
学
校
が
実
施
し
た
授
業
料
減
免
額
の
２
分
の
１
が
支
援
上
限
額
を
超
え
な
い
パ
タ
ー
ン

★
パ
タ
ー
ン
②
※
学
校
が
実
施
し
た
授
業
料
減
免
額
の
２
分
の
１
が
支
援
上
限
額
を
超
え
る
パ
タ
ー
ン

例
：
授
業
料
が
1
0
0
万
円
【
支
援
上
限
額
（
１
/
4
）
＝
2
5
万
円
】
の
場
合

学
校
が
４
０
万
円
（A
）
の
授
業
料
減
免
を
行
っ
た
場
合
に
、
４
０
万
円
の
２

分
の
１
の
金
額
で
あ
る
２
０
万
円
（

B）
を
委
託
費
に
よ
り
支
援
し
、
生
徒
の
負

担
額
を
６
０
万
円
（C
）
か
ら
４
０
万
円
（

D）
に
軽
減

学
校
が
６
０
万
円
（

A）
の
授
業
料
減
免
を
行
っ
た
場
合
に
、
６
０
万
円
の
２
分
の

１
で
あ
る
３
０
万
円
が
支
援
上
限
額
を
超
え
る
た
め
、
支
援
上
限
額
で
あ
る
２
５

万
円
（

B）
を
委
託
費
に
よ
り
支
援
し
、
生
徒
の
負
担
額
を
４
０
万
円
（

C）
か
ら
１
５

万
円
（

D）
に
軽
減 学
校
の
減
免
額
（
A
）

委
託
費
に
よ
る
支
援
額
（B
）

委
託
費
支
援
前
の
生
徒
の
元
負
担
額
（
C
)

生
徒
の

負
担
額

（
D
)

学
校
の
減
免
額
（
A
）

委
託
費
に
よ
る
支
援
額
（B
)

生
徒
の
負
担
額
（
D
）

委
託
費
支
援
前
の
生
徒
の
元
負
担
額
（
C
)

授
業
料
：
１
０
０
万
円

40 万
20 万

40 万

60 万
25 万

15 万

授
業
料
：
１
０
０
万
円
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３．「成長分野等における中核的専門人材

養成等の戦略的推進」事業について
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高等教育機関への進学における25歳以上の入学者の割合（国際比較）

出典：大学型高等教育機関
「 OECD Stat Extracts  (2012） 」（日本の数値は「学校基本統計」と文部科学省調べによる社会
人入学生数（4年制大学））

出典：非大学型高等教育機関
「 OECD Stat Extracts  (2012） 」（日本の数値は「学校基本統計」及び文部科学省調べによる社会人入
学生数（短期大学及び専修学校（専門課程））

大学型高等教育機関
84.3%

66.3%

61.8%
60.2%

55.8% 55.3%
53.9%

47.8%

45.0%

42.3%

26.8% 26.3%
24.0%

21.0% 20.1%
18.3% 17.5% 17.3% 17.0%
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ュ
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ジ
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ラ
ン
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ク
セ
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ブ
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イ
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ド
イ
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日
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チ
ェ
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共
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ハ
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ＯＥＣＤ各国平均：３４．６％

就業を目的とする高等教育機関への入学者のうち25歳以上の
割合は、ＯＥＣＤ各国平均約3.5割に達し、社会人学生も相当
数含まれる一方、日本人の社会人学生比率は約21％と低い。

大学入学者のうち25歳以上の割合は、ＯＥＣＤ各国平均約２割に
達し、社会人学生も相当数含まれる一方、日本人の社会人学生比
率は１．９％と低い。

２５歳以上の入学者の割合の国際比較 （２０１２年）

ＯＥＣＤ各国平均：１８．１％

非大学型高等教育機関

（就職に直接結びつく、実践的、技術的及び職業技能に焦
点を絞ったプログラムを差す。通常、大学型高等教育機関
より修業年限が短い。）

日本再興戦略-Japan is Back-（平成25年６月14日閣議決定）（抜粋）

一．日本産業再興プラン ～ヒト、モノ、カネを活性化する～
２．雇用制度改革・人材力の強化

○若者の活躍推進
・ 大学、大学院、専門学校等が産業界と協働して、高度な人材や中核的な人材の育成等を行うオーダー
メード型の職業教育プログラムを新たに開発・実施するとともに、プログラム履修者への支援を行うなど、社
会人の学び直しを推進する。

⑤若者・高齢者等の活躍推進
全ての人が意欲さえあれば活躍できるような「全員参加の社会」の構築を目指す。特に、我が国の将来を

担う若者全てがその能力を存分に伸ばし、世界に勝てる若者を育てることが重要であり、若者・女性活躍推
進フォーラムの提言を踏まえつつ、成長の原動力としての若者の活躍を促進する。

「日本再興戦略」改訂2014-未来への挑戦-（平成26年６月24日閣議決定）（抜粋）

一．日本産業再興プラン
１．緊急構造改革プログラム（産業の新陳代謝の促進）

２．雇用制度改革・人材力の強化

～ 具体的には、①家事・育児・介護等で地域貢献を希望する方、②正社員や保育士等として再就職を
希望する方、③起業・NPO等の立ち上げを希望する方向けに、マザーズハローワークや学び直し支援、トラ
イアル雇用や創業スクール等の取組を進める。

ⅲ）サービス産業の生産性向上
・サービス産業の革新的な経営人材の育成を目指した大学院・大学における、サービス産業に特化した

実践的経営プログラムや、専門学校等における実践的教育プログラムを開発・普及

ⅰ）女性の活躍推進

⑨ 「女性の活躍応援プラン（仮称）」等の実施
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まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成26年12月27日閣議決定）（抜粋）

Ⅲ．今後の施策の方向
３．政策パッケージ
（２） 地方への新しいひとの流れをつくる
（エ） 地方大学等の活性化

【主な施策】
（２）-（エ）-③ 地域人材育成プラン

地域産業の振興を担う高度な専門的職業人材養成を行う高等専門学校、専修学校、専門高校をは
じめとする高等学校の取組を推進する。さらに、地域の人材育成においては、職業教育は極めて重要
であり、今後、関係府省庁において総合的に推進を図ることが必要である。

まち・ひと・しごと創生総合戦略（2015改訂版）（平成27年12月24日閣議決定）（抜粋）

（１）-（エ）-⑤ 大学・高等専門学校・専修学校等における地域ニーズに対応した人材育成支援
大学・高等専門学校・専修学校・専門高校をはじめとする高等学校において、地元の地方公共団体

や企業等と連携した実践的プログラムの開発や教育体制の確立により、地域を担う人材育成を促進
する。

（２） 地方への新しいひとの流れをつくる
（ウ） 地方大学等の活性化

【主な施策】
（２）-（エ）-③ 地域人材育成プラン（大学、高等専門学校、専修学校、専門高校をはじめとする高等学校
の人材育成機能の強化、地域産業の振興を担う人材育成）

・・・ また、地域産業の振興を担う高度な専門的職業人材の育成を行う高等専門学校・専修学校・
専門高校をはじめとする高等学校の取組を推進する。・・・

Ⅲ．今後の施策の方向
２．政策パッケージ
（１） 地方にしごとをつくり、安心して働けるようにする
（エ） 地方への人材還流、地方での人材育成、地方の雇用対策

【主な施策】

ニッポン一億総活躍プラン（平成28年6月2日閣議決定）抜粋

３．「希望出生率1.8」に向けた取組の方向
（３）女性活躍

女性の活躍は、一億総活躍の中核である。ポテンシャルを秘めている女性が我が国には数多くおり、一人ひとりの女性が自らの希望に
応じて活躍できる社会づくりを加速することが重要である。
子育て等で一度退職した正社員が復職する道が一層開かれるよう、企業への働きかけを行う。また、大学・専修学校等における実践
的な学び直し機会の提供を図るとともに、マザーズハローワーク事業について、拠点数の拡充及びニーズを踏まえた機能強化を図る。

本 文

⑨ 女性活躍の推進（その１）

【今後の対応の方向性】
子育て等で一度退職した正社員等の復職やキャリアアップへの道が一層開かれるようにするため、企業への働きかけ、大学・専修学校
等における実践的な学び直し機会の提供を推進する。

【具体的な施策】
• 子育て等で一度退職した正社員が復職する道が一層開かれるよう、企業への働きかけや先進的事例の普及啓発を図るとともに、復
職支援の取組内容を女性活躍推進法の情報公表項目に盛り込むことを検討する。また、復職やキャリアアップを目指す女性等に対す
る大学・専修学校等における実践的な学び直し機会の提供を推進するとともに、マザーズハローワーク事業について、拠点数の拡充
及びニーズを踏まえた機能強化を図る。

ロードマップ
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「『日本再興戦略』改訂２０１５」 工程表（平成27年6月30日 閣議決定） （抜粋）

「『日本再興戦略』改訂２０１５」 におけるＫＰＩ （うち専修学校分）

専修学校における社会人受講者数を

①「単位制」「通信制」

平成27年

72,198 名

成果目標：平成３０年度までに約１２万人

②履修証明制度・科目等履修生制度
■社会人受講者数増加に向けて

平成27年
・単位制の学科を置く学校：830校、129,185名
・通信制の学科を置く学校： 19校、 1,239名

平成26年
・履修証明：77校

平成27年
・科目等履修生：専門課程 1３８校、8,479名

高等課程 13校、 823名
一般課程 3校、 31名

【現 状】

（参考）
専修学校の入学者のうち就業している者 14,881名
専修学校における短期プログラム修了者

附帯事業 47,984名
科目等履修生制度 9,333名

※文部科学省調べ

平成26年

69,995 名
（参考）

専修学校の入学者のうち就業している者 15,199名
専修学校における短期プログラム修了者

附帯事業 47,187名
科目等履修生制度 7,609名
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大学等が以下の要件を満たす履修証明プログラムを提供し

た場合、学校教育法に基く修了の事実を証する証明書を発行

できる。

○対象者：当該大学の学生以外の者

○内 容：大学等の教育・研究資源を活かし一定の教育計画の下
に編成された,体系的な知識・技術等の習得を目指した教
育プログラム

○期 間：目的・内容に応じ，総時間数１２０時間以上で各大学
等が設定
（注：学位プログラムとは異なり，単位や学位が授与されるものではない。）

【制度の概要】（具体的要件は学校教育法施行規則で規定）

履

修

証

明

書

氏

名

年

月

日

生

学
校
教
育
法
第
百
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

本
学

所
定
の
○
○
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
計
○
○
時
間
）
を
修
め
た

こ
と
を
こ
こ
に
証
す
る
。

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
概
要
（
注
）

本
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
主
と
し
て
○
○
で
あ
る
者
を
対
象
と
し
て
、
○
○
の
よ

う
な
人
材
（
能
力
）
を
養
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
（
○
○
と
連
携
し

て
）
○
○
、
○
○
、
○
○
等
を
内
容
と
し
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
提
供
す
る
も

の
で
あ
る
。

平
成

年

月

日

○
○
大
学
（
長)

印

【履修証明書の様式例】

（参考） 履修証明制度の概要

大学等においては、これまでも科目等履修生制度や公開講座等を活用して、その教育研究成果を社会へ提供する取組が行われてきた

が、より積極的な社会貢献を促進するため、学生を対象とする学位プログラムの他に、社会人等の学生以外の者を対象とした一定のまと

まりのある学習プログラム（履修証明プログラム）を開設し、その修了者に対して法に基づく履修証明書を交付できる制度。

（参照条文）

○学校教育法
第105条 大学は，文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の学生以外の者を対象とした特別の課程を編成し、これを修了した

者に対し、修了の事実を証する証明書を交付することができる。
第133条 ・・・第105条の規定は専門課程を置く専修学校に準用する。

【履修証明プログラムの実施の状況】(※文部科学省調べ)
大学 ：９４校が実施（平成２６年度）

専門学校：７７校が実施（平成２６年５月１日現在）

・建築分野における
住環境ｴﾈﾙｷﾞｰ人材

・自動車整備
(EV/HV/PHV)

・再生可能ｴﾈﾙｷ゙ｰ技術者

食・農林水産

環境・ｴﾈﾙｷﾞｰ 農業 林業 畜産

・Ｉｏｔを活用した農業
ＩＴ人材

・植物工場の高度
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ人材

・高収益型林業を実
現する技術者（現
代の林業親方）

・ﾁｰﾑ獣医療体制に
対応した動物看護師

・産業動物分野の
学び 直し

医療・福祉・健康

健康

・障害者ｽﾎﾟｰﾂ知識
を備えた理学・作業
療法士

・地域包括ｹｱを担う
多職種連携人材

介護・看護

・外国人介護人材
・潜在介護士の復職
支援

・臨床看護ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
ﾘｰﾀﾞｰ 等

保育

・潜在保育士の職場
復帰支援

・長期就労に向けた
保育士ﾘｰﾀﾞｰ

等

食・栄養

・「食育士」養成

医療 歯科医療

・中規模医療機関の
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ人材

・医歯連携可能な
歯科技工士

クリエイティブ

ファッション 美容 アニメ・漫画 デザイン

・岡山県におけるﾃ゙ﾆ
ﾑｼ゙ ﾝーｽ゙ｸﾘｴー ﾀー

・ﾌｧｯｼｮﾝﾃｷｽﾀｲﾙ産
業人材

等

・ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝ技術者
・国際通用性のある

ﾋﾞｭｰﾃｨﾋﾞｼﾞﾈｽ人材

・ｿﾌﾄｺﾝﾃﾝﾂ活用の
ためのﾏﾝｶﾞ・ｱﾆﾒ
学び直し

・ｱﾌﾟﾘ開発等におけ
るﾕｰｻﾞｰｴｸｽﾍﾟﾘｴ
ﾝｽやﾕｰｻﾞｰｲﾝﾀｰ
ﾌｪｰｽのﾃﾞｻﾞｲﾝ業
務従事者

観光

・ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ対応の
ﾎﾃﾙﾏﾝ

・温泉ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ
等

ＩＴ

・ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀ対応の
ＩＴ技術者

・情報ｾｷｭﾘﾃｨ技術者
・ｽﾏﾎｱﾌﾟﾘ開発ｴﾝｼﾞ

ﾆｱ 等

平成２８年度 「成長分野等における中核的専門人材養成等の戦略的推進」事業 採択事業分野

ゲーム・ＣＧ

・ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏｰ、ｸﾞ
ﾗﾌｨｯｸﾃﾞｻﾞｲﾅｰの
学び直し

等

工業

・防災力強化人材

グローバル

・国際通用性のあ
る介護人材

等

航空産業

・航空整備士・ﾄﾞﾛｰﾝ技術者
・建設ＩＴ技術者
・ｲﾝﾌﾗ再生技術者

等

社会基盤
高等専修学校と高等教育機
関や職業との継続ｶﾘｷｭﾗﾑ

・高等専修学校における実践
的ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

・実践的接遇が可能な美容師
・ﾏﾝｶﾞｱﾆﾒ分野のＩＴ技術の早

期教育 等

特別な配慮が必要な
教育ｶﾘｷｭﾗﾑ

・混合教育
・発達障害への支援

等

特色ある教育推進のための教育カリキュラム開発
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代表校 事業名

(1)
学校法人小山学園
専門学校東京テクニカルカレッジ

社会人等学び直しのための環境・エネルギー分野における中核的専門人材養成事業

(2)
学校法人誠和学院
日本工科大学校

次世代自動車エキスパート養成教育プログラム開発事業

(3) 国立大学法人福島大学 再生可能エネルギー関連産業の成長を牽引する中核的専門人材の養成事業

(4)
学校法人三橋学園
船橋情報ビジネス専門学校

農業分野における「まち・ひと・しごと創生」の実現を支援する農業ＩＴ人材の育成

(5) 公立大学法人大阪府立大学 植物工場における中核的専門人材養成カリキュラム開発実証プロジェクト

(6) 国立大学法人鹿児島大学 中核的林業生産専門技術者養成プログラム拡充のための開発・実証事業

(7)
学校法人工藤学園
愛犬美容看護専門学校　◇

地域の特性を活かした動物看護分野の学び直し体制構築事業

(8) 国立大学法人宮崎大学 産業動物学卒後教育モデルカリキュラム（九州版）の開発・実証事業

(9) 新潟県教育委員会　◇ 産学官連携による地方創生を担う海洋・水産人材育成事業

(10)
学校法人福田学園
大阪保健医療大学

障害者スポーツ支援の専門性を備えた理学療法士・作業療法士を養成する学び直しプログラ
ムの開発とグローバル展開

(11) 国立大学法人宮崎大学　◇
地域包括ケアを担う医療・保健・福祉の多職種連携教育コーディネーター養成プログラム開
発事業

平成２８年度「成長分野等における中核的専門人材養成等の戦略的推進」事業　委託機関一覧

８２職域プロジェクト（職域プロジェクトA　７４件、職域プロジェクトB　８件）を採択　（◇：今年度新規事業　２９件）

（１）職域プロジェクトA（地域版学び直し教育プログラム等の開発・実証）

分野
職域プロジェクト

環境・
エネルギー

食・農林水産
(農業）

食・農林水産
(林業）

食・農林水産
(畜産）

食・農林水産
（水産）

医療・福祉・健康（健
康）

2次公募後

(12)
学校法人秋葉学園
成田国際福祉専門学校　◇

地域包括ケアにおける多職種連携を担う中核的なケアマネジャーの資質能力向上プログラム
の開発・実施

(13)
学校法人新井学園
赤門会日本語学校

外国人日本語学習者の介護分野への就業を促進する教育プログラムの開発事業

(14)
学校法人河原学園
河原医療福祉専門学校　◇

外国人介護福祉士候補者の素養、スキルを養う教育プログラムの開発・実施

(15)
学校法人敬心学園
日本福祉教育専門学校

介護分野における社会人や女性の学び直し教育プログラムの開発と実証

(16)
学校法人三幸学園
東京未来大学福祉保育専門学校　◇

介護分野における中核的専門人材養成等の戦略的推進による潜在介護福祉士の就職・再就職
および長期就労支援事業

(17)
学校法人濱名学院
関西国際大学

地域ネットワークシステムによる「相談援助力向上のためのリトレーニングプログラム」の
開発

(18) 国立大学法人神戸大学　◇
超高齢社会における内部障害を有した要介護者に対するコメディカル専門人材養成プログラ
ム開発

(19) 日本赤十字社医療センター 「臨床看護マネジメントリーダー」の養成を通じた、看護管理職の院内継続教育の推進

(20)
独立行政法人国立高等専門学校機構
熊本高等専門学校　◇

超高齢化と障害者への合理的配慮を基本とするＡＴ（アシスティブテクノロジー）技術者育
成プログラムの構築と福祉機器産業への活用

(21)
一般社団法人
愛知県現任保育士研修運営協議会

保育分野における中核的専門人材養成プログラム開発

(22)
学校法人足立学園
愛知文教女子短期大学　◇

生涯保育士養成を目指す大学・地域・保育所の連携型教育プログラム開発事業

(23)
学校法人清永学園
金沢福祉専門学校　◇

潜在保育士の職場復帰・キャリア形成を支援する女性学び直しプログラムの開発・実施

(24)
学校法人三幸学園
東京こども専門学校

保育分野における長期就労支援に向けたリーダー育成プログラム開発事業

(25)
学校法人篠原学園
篠原保育医療情報専門学校

保育分野のイノベーションに向けた「リテイン＆キャリアアップ　プログラム」の開発・実
証・普及事業

(26)
学校法人国際学院
国際学院埼玉短期大学

産学協働による認定食育士制度の構築及び実践

医療・福祉・健康
（保育）

医療・福祉・健康
（食・栄養）

医療・福祉・健康
（介護・看護）
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(27)
学校法人智晴学園
専門学校琉球リハビリテーション学院　◇

中小規模の医療機関等の事業戦略性向上を推進するマネジメント人材を育成するプログラム
の開発と実施

(28) 国立大学法人広島大学 歯科医療分野におけるグローバル専門人材養成プログラム開発プロジェクト

(29)
学校法人第一平田学園
中国デザイン専門学校

岡山県をモデルとした中核的デニム・ジーンズクリエーターの地域版社会人学び直し教育プ
ログラム開発と実践事業

(30)
学校法人文化学園
国際ファッション産学推進機構　◇

社会人向けファッションビジネス能力向上開発プロジェクト

(31)
学校法人ミクニ学園
大阪文化服装学院

企業等との連携による社会人学び直しのための高度化、専門化研修プログラムの開発

(32)
学校法人河原学園
河原ビューティモード専門学校　◇

美容分野における中核的リラクゼーション技術者育成プログラムの構築と実施

(33)
学校法人大美学園
大阪美容専門学校　◇

グローバルに活躍できる美容人材の実務力向上を促進する基盤力養成プログラムの開発と実
施

(34)
学校法人メイ・ウシヤマ学園
ハリウッド大学院大学

ビューティビジネスにおける国際通用性のある中核的専門人材養成機関の教育プログラム開
発事業

(35)
学校法人新潟総合学院
国際アート＆デザイン専門学校

地方におけるソフトコンテンツ活用のためのマンガ・アニメ学び直し事業

(36)
学校法人河原学園
河原デザイン・アート専門学校

ユーザエクスペリエンスをデザインする能力の向上を目指す教育プログラムの開発と実施

(37)
学校法人服部学園
御茶の水美術専門学校

スマホでキャリア・アップ「新規事業開発型デザイン・アート思考」社会人学び直しプログ
ラム開発実証

(38) 石川県教育委員会
「グローバル社会の観光人材育成プロジェクト」～地域の魅力をグローバルに発信できる人
材の育成～

(39)
学校法人神戸山手学園
神戸山手大学　◇

訪日外国人観光客４０００万人時代に備えたインバウンド中核人材養成事業

(40) 学校法人横浜商科大学 地域インバウンド対応のための観光ビジネスフロンティア人材育成事業

(41)
学校法人浦山学園
富山情報ビジネス専門学校

富山県をモデルとした地方型インバウンド対応のできる中核的ホテルマン育成

(42) 公立大学法人首都大学東京　◇ 「＆観光」新６次産業（地場産業の連携）中核的専門人材養成プログラムの開発

クリエイティブ
（ﾌｧｯｼｮﾝ）

医療・福祉・健康
（医療）

医療・福祉・健康
（歯科医療）

クリエイティブ
（美容）

クリエイティブ
（ｱﾆﾒ・漫画）

観光

クリエイティブ
（デザイン）

(43)
一般社団法人
全国専門学校情報教育協会

ビッグデータに対応したIT技術者育成のための学び直し教育プログラムの整備と実証事業

(44)
一般社団法人
全国専門学校情報教育協会

産業界の求める企画力・提案力・価値創造力のあるＩＴ技術者養成の地域版学び直し教育カ
リキュラム開発

(45)
学校法人麻生塾
麻生情報ビジネス専門学校

福岡県をモデルとしたクラウド時代のＩＴビジネスクリエータ地域版学び直し教育プログラ
ムの拡充と展開

(46)
学校法人岩崎学園
情報科学専門学校　◇

情報セキュリティ分野の中核的専門人材養成の新たな学習システム構築推進プロジェクト

(47)
学校法人河原学園
河原電子ビジネス専門学校　◇

地域IT産業振興のためのＩＴアーキテクト育成事業

(48)
学校法人智香寺学園
埼玉工業大学　◇

次世代インターネットの利用環境整備に向けた産学官連携資格認定プログラム

(49)
学校法人電子学園
日本電子専門学校

スマホアプリ開発エンジニアの地域版社会人学び直し教育プログラム開発と実践事業

(50)
学校法人電子学園
日本電子専門学校　◇

中核的システムエンジニア養成のための地域版社会人学び直し教育プログラムの開発事業

(51)
学校法人吉田学園
吉田学園情報ビジネス専門学校

クラウド・スマートデバイス時代の地域版社会人教育プログラム開発と実証

(52)
学校法人龍馬学園
高知情報ビジネス＆フード専門学校

クラウド時代のＷｅｂビジネスに対応した中核的専門人材の地域版学び直し教育プログラム
開発事業

(53) 国立大学法人電気通信大学　◇ ウェブデザインプログラム

(54) 国立大学法人琉球大学　◇ 地場産業の振興を支援する高度IoT人材を育成するプログラムの開発と実施

(55)
独立行政法人国立高等専門学校機構
松江工業高等専門学校　◇

オープンソースソフトウェアによる情報セキュリティ基盤技術学び直し教育プログラム開発
事業

(56)
学校法人新潟総合学院
新潟コンピュータ専門学校

ゲーム・ＣＧ分野中核人材養成のための新潟版学び直し教育プログラム開発実証

(57)
学校法人中央情報学園
中央情報専門学校　◇

ゲーム・ＣＧ分野中核人材育成のための埼玉版学び直し教育プログラム開発実証

(58)
学校法人中央情報学園
早稲田文理専門学校

ゲーム・ＣＧ分野中核人材育成のための東京・大阪社会人教育プログラムの構築・実証

ＩＴ
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(59)
学校法人片柳学園
日本工学院八王子専門学校　◇

社会基盤分野における次世代ニーズに係る中核的専門人材養成プログラム開発プロジェクト
事業

(60)
学校法人片柳学園
日本工学院八王子専門学校

社会基盤分野における建設ＩＴ技術(BIM・CIM)に係る中核的専門人材養成プログラム開発プ
ロジェクト事業

(61) 国立大学法人愛媛大学 地域ニーズに応えるインフラ再生技術者育成のためのカリキュラム設計

(62) 国立大学法人岐阜大学 地域ニーズに応えるインフラ再生技術者の教育システムの確立

(63) 国立大学法人長岡技術科学大学 地域ニーズに応えるインフラ再生技術者育成のためのカリキュラム設計

(64) 国立大学法人長崎大学 長崎の地域特性を考慮したインフラ再生技術者育成のためのカリキュラム構築

(65) 国立大学法人山口大学 インフラ再生技術者育成のための地域ニーズを反映した学び直しカリキュラムの開発

(66)
独立行政法人国立高等専門学校機構
舞鶴工業高等専門学校

京都府北部地域におけるアクティブ・ラーニングを基軸としたインフラメンテナンス技術者
育成のための教育プログラムの開発

(67) 国立大学法人京都大学　◇ 中小企業等の経営を支援する会計専門家養成教育プログラムの開発・実証事業

(68) 国立大学法人豊橋技術科学大学 東三河地域の防災力向上のための地域連携強化による人材養成事業

(69) 埼玉県教育委員会　◇ 新しい時代を切り拓く創造性豊かな実践的技術者の育成

(70)
独立行政法人国立高等専門学校機構
北九州工業高等専門学校　◇

北九州地域における地元企業との連携による長期インターンシップを機軸とした実践型技術
者の育成

(71)
公立大学法人首都大学東京
産業技術大学院大学

航空整備士のグローバル化に対応する育成プログラムの調査・開発事業

(72)
学校法人敬心学園
日本福祉教育専門学校

国際通用性と地域性を踏まえた介護人材養成プログラムのモジュール開発プロジェクト事業

(73)
学校法人鎮西学院
長崎ウエスレヤン大学

長崎発　観光地域づくり中核人材養成プログラム

(74) 国立大学法人九州大学 職業資格・高等教育資格枠組みを通したグローバルな専門人材養成のためのコンソーシアム

社会基盤

航空産業

グローバル

工業

経営基盤

事業名

（1） 高等専修学校におけるインターンシップ及びＩＣＴ教材の活用による教育プログラムの開発

（2） サロン類型に応じた実践的接遇ができる美容師人材育成のプログラム開発

（3）
高等専修学校における介護福祉人材養成のための産学官連携による実践的な職業教育の構築
－地域版教育プログラムの開発・検証－

（4） 美容専門教育に必要な人材基盤力を養成する教育プログラムの開発と実証

（5） マンガ・ゲーム分野のＩＴ技術を活用した早期専門教育による人材育成事業

（6）
高等専修学校における発達障がい若しくは支援や特別措置が必要な生徒に対する支援システ
ムの構築

（7）
混合教育の教育効果の実証と普及・啓発及び発達障害など特別に配慮が必要な生徒が学ぶた
めの教育カリキュラムの開発・実証事業

（8）
発達障害のある生徒など特別に配慮が必要な生徒の就労支援及び卒業後の定着フォロー支援
の普及事業

代表校

学校法人大岡学園　大岡学園高等専修学校

学校法人国際共立学園　国際理容美容専門学校

学校法人さくら学園　安城生活福祉高等専修学校

（２）職域プロジェクトB（特色ある教育推進のための教育カリキュラム等の開発・実証）

職域プロジェクト

学校法人大岡学園　大岡学園高等専修学校

学校法人武蔵野東学園　武蔵野東高等専修学校

学校法人武蔵野東学園　武蔵野東高等専修学校

学校法人大美学園　大阪美容専門学校

学校法人新潟総合学院　国際アート＆デザイン専門学校　◇
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４．職業実践専門課程について 
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平成23年 中央教育審議会「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」答申

専門学校

文部科学大臣

申請

認定要件等

都道府県知事等

推薦

認定

先導的試行としての「職業実践専門課程」の文部科学大臣認定制度を創設
「新たな枠組み」の趣旨を専修学校の専門課程においていかしていく先導的試行として、企業等との密接な連携により、最新

の実務の知識等を身につけられるよう教育課程を編成し、より実践的な職業教育の質の確保に組織的に取り組む専門課程を
文部科学大臣が「職業実践専門課程」として認定する。

○ 職業教育を通じて、自立した職業人を育成し、社会・職業へ円滑に移行させること、また、学生・生徒の多様な職業教育ニーズや様々な職業・
業種の人材需要にこたえていくことが求められており、このような職業教育の重要性を踏まえた高等教育を展開していくことが必要。

○ 高等教育における職業教育を充実させるための方策の一つとして、職業実践的な教育のための新たな枠組みを整備。

⇒ 新たな学校種の制度を創設するという方策とともに、既存の高等教育機関において新たな枠組みの趣旨をいかしていく方策も検討。

- 認 定 要 件 -

○ 修業年限が2年以上

○ 企業等と連携体制を確保して、授業科目等の教育課程を編成

○ 企業等と連携して、演習・実習等を実施

○ 総授業時数が1700時間以上または総単位数が62単位以上

○ 企業等と連携して、教員に対し、実務に関する研修を組織的
に実施

○ 企業等と連携して、学校関係者評価と情報公開を実施

平成25年7月 「専修学校の質保証・向上に関する調査研究協力者会議」報告

平成25年8月 「専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する規程(文部科学省告示第133号)」を公布・施行

平成26年3月31日 「職業実践専門課程」を文部科学大臣が認定し、官報で告示。 4月から認定された学科がスタート

専門学校における職業教育の充実

「職業実践専門課程」の文部科学大臣認定制度

企業等との
「組織的連携」

取組の
「見える化」

No. 都道府県 認定学校数 認定学科数

1 北海道 59 156

2 青森県 3 4

3 岩手県 8 29

4 宮城県 23 113

5 秋田県 1 5

6 山形県 3 9

7 福島県 7 46

8 茨城県 14 31

9 栃木県 11 25

10 群馬県 23 43

11 埼玉県 24 50

12 千葉県 21 38

13 東京都 118 438

14 神奈川県 43 94

15 新潟県 31 141

16 富山県 2 8

17 石川県 10 21

18 福井県 6 16

19 山梨県 3 4

20 長野県 14 33

21 岐阜県 6 10

22 静岡県 27 62

23 愛知県 44 171

24 三重県 1 1

No. 都道府県 認定学校数 認定学科数

25 滋賀県 － －

26 京都府 22 58

27 大阪府 89 305

28 兵庫県 20 61

29 奈良県 2 6

30 和歌山県 2 6

31 鳥取県 1 1

32 島根県 6 13

33 岡山県 15 45

34 広島県 22 58

35 山口県 10 26

36 徳島県 5 15

37 香川県 10 32

38 愛媛県 12 39

39 高知県 5 20

40 福岡県 55 180

41 佐賀県 1 1

42 長崎県 5 13

43 熊本県 13 40

44 大分県 12 16

45 宮崎県 8 19

46 鹿児島県 3 6

47 沖縄県 13 32

合計 833 2,540

「職業実践専門課程」の認定状況

（平成２８年２月１９日現在）

職業実践専門課程の認定学科数は、全専門学校（修業年限２年以上）の約３６％。
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【認定状況】

※（）内の数字は全専門学校(2,823校)、修業年限２年以上の全学科数(7,023学科）に占める割合。
なお、全学科数（8,198学科）に占める割合は、31％である。

※合計欄の学校数・学科数は、過年度に認定された学科を有する学校が別学科を申請していること、
認定取消等により、単純合計となっていない。

※取消件数：2校8学科(H26.8.29), 1校1学科(H27.2.17),  3校3学科(H28.2.19)(うち2校2学科は課程廃止による）

【分野の別】

学校数 学科数

H25年度 467 1,364

H26年度 295 675

H27年度 272 501

合計 833(29.5%) 2,540(36.2%)

分野 工業 農業 医療 衛生 教育・

社会福祉

商業

実務

服飾・

家政

文化・

教養

計

合計 570 11 449 244 218 469 94 485 2,540

平成28年2月19日現在

大学等における社会人や企業等のニーズに応じた実践的・専門的なプログラムを「職業実践力育成プロ
グラム」(ＢＰ)として文部科学大臣が認定
【目的】

プログラムの受講を通じた社会人の職業に必要な能力の向上を図る機会の拡大

【認定要件】

○ 大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の正規課程及び履修証明プログラム

○ 対象とする職業の種類及び修得可能な能力を具体的かつ明確に設定し、公表

○ 対象とする職業に必要な実務に関する知識、技術及び技能を修得できる教育課程

○ 総授業時数の一定以上（５割以上を目安）を以下の２つ以上の教育方法による授業で占めている

①実務家教員や実務家による授業 ②双方向若しくは多方向に行われる討論

（専攻分野における概ね５年以上の実務経験）（課題発見・解決型学修、ワークショップ等）

③実地での体験活動 ④企業等と連携した授業

（インターンシップ、留学や現地調査等） （企業等とのフィールドワーク等）

○ 受講者の成績評価を実施 ○ 自己点検・評価を実施し、結果を公表（修了者の就職状況や修得した能力等）

○ 教育課程の編成及び自己点検・評価において、組織的に関連分野の企業等の意見を取り入れる仕組みを構築

○ 社会人が受講しやすい工夫の整備（週末・夜間開講、集中開講、ＩＴ活用等）

平成２７年３月 教育再生実行会議提言（第６次提言）
「「学び続ける」社会、全員参加型社会、地方創生を実現する教育の在り方について」

認定により､①社会人の学び直す選択肢の可視化､②大学等におけるプログラムの魅力向上､③企業等の理
解増進を図り､厚生労働省の教育訓練給付制度とも連携し、社会人の学び直しを推進

有識者会議において、認定要件等を検討

「職業実践力育成プログラム」（ＢＰ）認定制度について（概要）

－ Brush up Program for professional －

※大学等からプログラムの公募を行い、平成２７年１２月に制度創設後初めて、１２３課程を認定
（今後、毎年公募を行う予定）

参考
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職業実践専門課程の効果

効果その１効果その１

効果その２効果その２

効果その３効果その３

効果その５効果その５ 業界ニーズの反映

効果その６効果その６

学校運営等の組織的改善

教職員の意識改革

派遣講師の資質能力

教育内容の充実

効果その４効果その４ 学生の実践力の向上

効果その１ ー 学校運営等の組織的な改善－

認定を受けている学科ほど、学校運営・教育活動等の組織的な改善につながっている。

H27実態ｱﾝｹｰﾄ

23.3

22.0

15.4

13.3

25.8

25.7

21.0

13.3

23.1

19.6

19.4

11.5

52.8

63.9

67.3

58.7

48.8

59.2

60.3

45.6

51.7

67.3

60.7

56.0

9.8

11.1

14.6

20.4

11.9

13.4

14.0

26.8

9.3

10.4

13.6

22.0

0.9

1.5

1.0

2.4

0.8
1.0

2.0

5.8

1.0

1.0

2.0

2.0

13.2

1.5

1.8

5.2

12.7

0.7

2.8

8.5

15.0

1.7

4.4

8.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

認定済（H26）[N=1045]

認定済（H27）[N=404]

未認定で準備中[N=501]

未認定で準備なし[N=496]

認定済（H26）[N=1045]

認定済（H27）[N=404]

未認定で準備中[N=501]

未認定で準備なし[N=496]

認定済（H26）[N=1045]

認定済（H27）[N=404]

未認定で準備中[N=501]

未認定で準備なし[N=496]

改善した やや改善した あまり改善していない 改善していない わからない

教育課程の組織的・定

期的な見直しの実施

企業等、外部組織との

連携強化（企業等によ

る積極的な教育への参

画）

学校関係者による学校

の理解度の向上

図表 平成26年4月以降の改善状況（認定有無・時期別）

※文部科学省平成27年度委託事業「『職業実践専門課程』の実態等に関する調査研究」より
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図表 平成26年4月以降の改善状況（認定有無・時期別）

H27実態ｱﾝｹｰﾄ 効果その２ －教職員の意識改革－

■認定に向けた取組自体が、教職員の意識と指導力向上につながっている。

19.0

15.6

16.6

9.9

13.9

12.9

14.8

8.7

14.6

13.1

13.4

8.1

58.5

69.8

69.5

62.3

59.6

68.6

66.5

61.1

46.3

50.0

55.9

41.1

9.3

10.6

11.2

19.0

13.0

14.4

15.4

21.0

23.2

32.4

26.5

44.0

1.0

0.6

0.2
1.5

0.2

1.2

1.4

2.7
0.6

1.0

13.2

3.0

2.8

8.3

13.3

2.7

3.2

8.1

14.4

1.7

3.6

5.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

認定済（H26）[N=1045]

認定済（H27）[N=404]

未認定で準備中[N=501]

未認定で準備なし[N=496]

認定済（H26）[N=1045]

認定済（H27）[N=404]

未認定で準備中[N=501]

未認定で準備なし[N=496]

認定済（H26）[N=1045]

認定済（H27）[N=404]

未認定で準備中[N=501]

未認定で準備なし[N=496]

改善した やや改善した あまり改善していない 改善していない わからない

就職先となる（なりうる）

業界において求められ

る能力に対する教職員

の理解の向上

就職先となる（なりうる）

業界において求められ

る能力に関する教員の

指導力の向上

教職員の学校運営への

参画意識の向上

※文部科学省平成27年度委託事業「『職業実践専門課程』の実態等に関する調査研究」より

図表 所属学校での企業等からの派遣講師の割合（認定有無別）
－学生による教員の評価－

■認定学科の学生のほうが、当該校に優れた派遣講師が多いと感じている

効果その３ －派遣講師の資質能力－H27実態ｱﾝｹｰﾄ

69.8

64.9

57.0

52.9

55.8

52.7

41.1

39.2

36.7

36.2

49.6

45.2

49.3
47.8

26.3

29.9

34.8

37.3

35.4

36.2

45.6

44.6

39.2

36.7

40.5

41.2

35.2
33.9

3.3
4.0

7.5

8.3

7.9

9.1

11.6

13.8

19.8

21.4

8.8

11.6

12.7
14.2

0.5

1.2

0.8

1.5

0.9

1.9

1.6

2.4

4.4

5.8

1.1

2.0

2.8
4.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

認定課程[N=5713]

非認定課程[N=2882]

認定課程[N=5713]

非認定課程[N=2882]

認定課程[N=5713]

非認定課程[N=2882]

認定課程[N=5713]

非認定課程[N=2882]

認定課程[N=5713]

非認定課程[N=2882]

認定課程[N=5713]

非認定課程[N=2882]

認定課程[N=5713]

非認定課程[N=2882]

多い やや多い あまり多くない 多くない

専門に関わる知識が豊富

である

専門に関わる最先端の知

識・技能が豊富である

専門に関わる卓越した職業

実務能力がある

授業がわかりやすい

精神面でのサポートがある

業界の動向や事情に精通

している

親身になって相談等に乗っ

てくれる

※文部科学省平成27年度委託事業「『職業実践専門課程』の実態等に関する調査研究」より
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図表 企業内実習により、以前に比べ生徒が身につけられたこと（企業内実習種別）

※文部科学省平成27年度委託事業「『職業実践専門課程』の実態等に関する調査研究」より

効果その４ －学生の実践力の向上－

全般的な傾向として、企業内実習により、「専門性」と「コミュニケーション」関係能力の
習得に効果（特に、法令義務の企業内実習）。加えて、「仕事に対する意識付け」等にも
効果。

H27実態ｱﾝｹｰﾄ

94.8

88.2

87.0

50.9

56.2

76.9

83.8

85.8

51.6

58.7

69.3

59.9

7.6

0.5

88.4

81.6

78.3

51.5

51.8

65.0

73.3

78.7

38.5

41.7

53.6

62.5

8.5

0.7

78.3

74.6

66.2

49.4

46.5

62.6

74.8

79.9

30.5

36.1

46.9

61.8

10.5

0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

専攻分野に直接関わる専門知識

専攻分野の関連領域の知識

専攻分野の技能

優先順位をつけてスピード感を持って物事をこなせること

正確に物事をこなせること

相手の状況や考え方を考慮して話ができること

報告、連絡、相談など仕事で求められるコミュニケーションができること

人との関係を大切にし、協調・協働して行動できること

筋道を立てて考え、具体的に表現できること

問題を発見し、原因を考え、解決に向け取り組めること

困難に直面してもあきらめずにやりぬけること

様々な情報を活用しながら、自分の将来にわたっての働き方を考えられること

仕事に必要な最低限の会話や説明を外国語でできること

上記のいずれも身につけることができていない

企業内実習（法令義務）[N=593]
企業内実習（非法令義務）の専門現場実習[N=909]
企業内実習（職場体験型インターンシップ）[N=783]

37.1

35.7

27.9

36.7

32.7

27.3

32.8

22.6

19.5

30.4

20.4

13.0

45.1

39.0

14.9

46.7

41.1

14.9

29.7

24.9

14.3

21.5

16.7

15.6

14.9

18.5

22.7

14.1

20.6

25.3

26.1

40.1

35.7

27.2

39.9

27.3

2.8

6.8

34.4

2.5

5.6

32.5

11.4

12.5

30.5

20.8

23.0

44.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

編成委員会を設置している[N=1814]

人材ニーズ把握あり[N=513]

人材ニーズ把握なし[N=154]

編成委員会を設置している[N=1814]

人材ニーズ把握あり[N=513]

人材ニーズ把握なし[N=154]

編成委員会を設置している[N=1814]

人材ニーズ把握あり[N=513]

人材ニーズ把握なし[N=154]

編成委員会を設置している[N=1814]

人材ニーズ把握あり[N=513]

人材ニーズ把握なし[N=154]

実現した 実現に向けた取組を開始した 実現に向けた取組の予定がある 実現に向けた取組の予定はない

就職先となる（なりうる）

業界の動向を踏まえた

教育課程編成

就職先となる（なりうる）

業界の人材ニーズを踏

まえた教育課程編成

教育課程の構成の

見直し

授業科目の新設

図表 平成26年4月以降の取組状況（教育課程編成における企業等との連携体制別）
●編成委員会を設置し
ている
⇒「①認定要件を満た
す企業等が参画する教
育課程編成委員会等
を設置している」

●人材ニーズ把握あり
⇒「②認定要件を満た
さないが、企業等担当
者が参画する委員会等
を設置している」又は
「③委員会は設置して
いないが、組織として企
業の人材ニーズ等を把
握している」又は「④委
員会は設置していない
が、個々の教職員経由
で人材ニーズ等を把握
している」

●人材ニーズ把握なし
⇒「①～④の連携を
行っていない」

※次頁も同様

効果その５－業界ニーズの反映－
■ 教育課程編成委員会を設置している学科ほど、就職先となる業界の動向・ニーズ
と直結したカリキュラム編成等が実現。

H27実態ｱﾝｹｰﾄ

※文部科学省平成27年度委託事業「『職業実践専門課程』の実態等に関する調査研究」より
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図表 平成26年4月以降の取組状況（教育課程編成における企業等との連携体制別）

効果その６ －教育内容の充実－
■ 教育課程編成委員会を設置している学科ほど、実習・演習等の授業内容について
企業との連携や質の充実につながっている。

H27実態ｱﾝｹｰﾄ

39.6

29.2

20.8

36.5

36.5

32.5

42.4

31.8

16.9

43.9

47.9

31.2

45.5

42.3

18.8

34.3

32.8

11.7

15.0

18.7

33.8

15.5

15.8

29.2

19.8

24.0

16.9

1.5

4.3

14.3

2.5

5.5

19.5

3.4

11.3

54.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

編成委員会を設置している[N=1814]

人材ニーズ把握あり[N=513]

人材ニーズ把握なし[N=154]

編成委員会を設置している[N=1814]

人材ニーズ把握あり[N=513]

人材ニーズ把握なし[N=154]

編成委員会を設置している[N=1814]

人材ニーズ把握あり[N=513]

人材ニーズ把握なし[N=154]

実現した 実現に向けた取組を開始した 実現に向けた取組の予定がある 実現に向けた取組の予定はない

既存の授業内容・

授業方法の改善

実習・演習等の質

の充実

実習・演習等におけ

る企業等との連携

の充実

※文部科学省平成27年度委託事業「『職業実践専門課程』の実態等に関する調査研究」より

職業実践専門課程の課題

課題その３課題その３

課題その１課題その１ 取組の意義等の理解共有

質の向上・実態調査

課題その２課題その２ 「認定後」の取組充実

課題その４課題その４ 社会人向けの講座開設- 31 -



項目

教育課程

編成

委員会等

企業内

実習

企業と連

携した学

内での実

習・演習

教員研修

学校関係

者評価

委員会

協力の得られる企業等の

（委員の）確保
18.6% 19.2% 23.7% 19.7% 15.2%

協力の得られる業界団体

の委員の確保
34.1% - - - 26.9%

協力の得られる高等学校

の委員の確保
- - - - 38.9%

日程調整等の事務業務

／企業等との連絡・調整
30.3% 17.7% 17.1% 16.3% 16.9%

図表 認定学科における各要件に係る実施上の課題認識

※太字下線は20％以上のもの

H27実態ｱﾝｹｰﾄ 課題１ －取組の意義等の理解共有－
外部の協力確保と調整等の事務負担を課題と考える学科が多い（特に学校関係者評価委

員会の設置・運営にあたり、高等学校の委員の確保を挙げる学科が多い）。
➣ 取組の意義等について関係者の理解共有を図ることが必要

※文部科学省平成27年度委託事業「『職業実践専門課程』の実態等に関する調査研究」より

課題２ －「認定後」の取組充実－

図表 平成26年4月以降の改善状況（認定有無・時期別）

認定後年数が経過している学科ほど、効果を積極的に実感する学科割合が多い一方、
効果実感は全般的には低い傾向（＝「やや改善した」が少なく、「わからない」が多い）。
➣ 認定後においても、取組・改善を充実させていくことが重要
（「改善した」と回答している学科は、そのような改善を積極的に行っている学科と考えられる）

H27実態ｱﾝｹｰﾄ

23.3

22.0

15.4

13.3

25.8

25.7

21.0

13.3

23.1

19.6

19.4

11.5

52.8

63.9

67.3

58.7

48.8

59.2

60.3

45.6

51.7

67.3

60.7

56.0

9.8

11.1

14.6

20.4

11.9

13.4

14.0

26.8

9.3

10.4

13.6

22.0

0.9

1.5

1.0

2.4

0.8
1.0

2.0

5.8

1.0

1.0

2.0

2.0

13.2

1.5

1.8

5.2

12.7

0.7

2.8

8.5

15.0

1.7

4.4

8.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

認定済（H26）[N=1045]

認定済（H27）[N=404]

未認定で準備中[N=501]

未認定で準備なし[N=496]

認定済（H26）[N=1045]

認定済（H27）[N=404]

未認定で準備中[N=501]

未認定で準備なし[N=496]

認定済（H26）[N=1045]

認定済（H27）[N=404]

未認定で準備中[N=501]

未認定で準備なし[N=496]

改善した やや改善した あまり改善していない 改善していない わからない

教育課程の組織的・定

期的な見直しの実施

企業等、外部組織との

連携強化（企業等によ

る積極的な教育への参

画）

学校関係者による学校

の理解度の向上

19.0

15.6

16.6

9.9

13.9

12.9

14.8

8.7

14.6

13.1

13.4

8.1

58.5

69.8

69.5

62.3

59.6

68.6

66.5

61.1

46.3

50.0

55.9

41.1

9.3

10.6

11.2

19.0

13.0

14.4

15.4

21.0

23.2

32.4

26.5

44.0

1.0

0.6

0.2
1.5

0.2

1.2

1.4

2.7
0.6

1.0

13.2

3.0

2.8

8.3

13.3

2.7

3.2

8.1

14.4

1.7

3.6

5.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

認定済（H26）[N=1045]

認定済（H27）[N=404]

未認定で準備中[N=501]

未認定で準備なし[N=496]

認定済（H26）[N=1045]

認定済（H27）[N=404]

未認定で準備中[N=501]

未認定で準備なし[N=496]

認定済（H26）[N=1045]

認定済（H27）[N=404]

未認定で準備中[N=501]

未認定で準備なし[N=496]

改善した やや改善した あまり改善していない 改善していない わからない

就職先となる（なりうる）

業界において求められ

る能力に対する教職員

の理解の向上

就職先となる（なりうる）

業界において求められ

る能力に関する教員の

指導力の向上

教職員の学校運営への

参画意識の向上

※文部科学省平成27年度委託事業「『職業実践専門課程』の実態等に関する調査研究」より
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図表 各要件に係る企業が考える連携の目的と実際の効果認識の差

※数値は、連携等の目的として「重視している」の回答割合と、その効果について「効果があった」の回答割合の差。太字下線は各要件における上位3項目

項目

教育課程

編成

委員会等

企業内

実習

企業と連

携した学内

での実習・

演習

教員研修

学校関係

者評価

委員会

企業等が求める知識・技能等を身につけられる教育／教育課程編

成／教員養成／学校運営の実現
37.9% 24.0% 31.1% 21.5% 36.3%

企業等が求める知識・技能等を身につけた卒業生の採用 34.9% 16.8% 25.5% 17.8% 32.3%

連携する専門学校とのネットワーク強化 14.5% 11.3% 12.6% 14.7% 14.6%

他の委員等とのつながり等、社外ネットワークの構築・強化 5.4% － － － 10.5%

連携する専門学校の教育活動への寄与 13.1% 17.9% 13.0% 16.6% 17.3%

業界全体の発展への寄与 34.9% 26.2% 22.6% 28.9% 29.4%

地域社会への貢献 26.8% 21.5% 19.9% 17.8% 25.4%

生徒を指導／講師を経験させること等による自社社員等の育成 － 15.4% 6.7% 9.2% －

生徒によるアイデアの自社等事業への活用 － 7.3% 7.0% － －

H27実態ｱﾝｹｰﾄ 課題３ －質の向上・実態把握－
企業等が考える連携の目的と実際の効果認識の差の大きな項目として、「企業等が求める知

識・技能等を身につけられる教育の実現」等が挙げられた。
➣ 取組の質の向上が重要であるとともに、効果確認のためには時間を要することから、継続的
な実態把握が必要。

※文部科学省平成27年度委託事業「『職業実践専門課程』の実態等に関する調査研究」より

厚労省調査 課題４ ー社会人向けの講座開設－
専門実践教育訓練給付金制度における職業実践専門課程の活用状況については、平成27年９月末まで

の指定講座(531講座)の受講のうち、受給実績は70講座 (13.2%)と低調(平成28年３月末現在)。
なお、平成28年４月１日現在の専門実践教育訓練給付金制度における指定講座は、2,092講座となっている。
（内訳）・公的資格の養成課程等 ：1,230講座

・職業実践専門課程 ： 760講座
・専門職大学院 ： 79講座
・職業実践力育成プログラム ： 23講座

➣ 夜間課程や土日課程の開設等の促進など、社会人（在職中の労働者）が受講しやすい工夫をすることが
効果的と考えられる。

指定講座数

うち昼間課程 うち夜間課程 うち土日課程

うち受給実績があ
る講座数（割合）

うち受給実績があ
る講座数（割合）

うち受給実績があ
る講座数（割合）

公的資格の養成課程等 989 835 488 (58.4%) 118 108 (91.5%) 10 8 (80.0%)

職業実践専門課程 531 526 66  (12.5%) 5 4 (80.0%) 0 0 (0%)

専門職大学院 71 42 22(52.4%) 28 27 (96.4%) 42 38 (90.5%)

計 1,591 1,403 576 (41.1%) 151 139(92.1%) 52 46 (88.5%)

50

70

621

71

531

989

0 200 400 600 800 1000 1200

専門職大学院

職業実践専門課程

公的資格の養成課程等

指定講座数

うち受給実績がある講座数

専門実践教育訓練給付金制度における受給状況（平成28年３月末時点）
※平成27年９月末までの指定講座の

受講に対する受給実績状況
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認定学科の卒業生は「職業と学習分野」の関係が強いものが多く、職場等への評価もやや肯定的

図表 現在の職業と学科の分野との関係（単数選択）

2-１ 現在の仕事について

83.0

76.3

12.5

14.4

2.2

4.2

2.3

5.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

認定学科[N=1448]

非認定学科[N=430]

とても関係する やや関係する あまり関係しない まったく関係しない

69.7

66.0

72.2

67.2

58.1

54.2

43.4

42.6

9.3

9.1

26.7

28.1

20.4

23.7

42.1

39.5

54.5

51.9

42.3

36.3

35.1

33.3

36.6

34.0

32.9

28.8

38.9

37.9

26.3

25.6

22.7

27.0

33.4

34.0

44.3

43.5

31.7

28.6

41.4

36.0

42.6

36.5

40.1

39.8

34.0

36.5

44.8

47.7

48.1

47.0

35.4

40.2

43.1

45.1

43.6

41.6

3.2

6.5

4.4

4.2

7.3

10.0

9.5

10.7

38.5

39.8

22.7

23.7

25.8

26.3

12.8

14.4

8.9

8.6

10.9

11.4

12.8

14.9

19.3

15.3

18.6

18.8

14.1

16.3

0.8

1.9

0.8

1.6

1.2

1.9

2.8

3.3

20.5

22.6

9.2

12.1

11.2

13.5

5.0

6.3

2.6

3.0

2.0

4.7

3.9

4.9

8.7

10.5

5.4

7.2

3.4

4.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

認定学科[N=1448]

非認定学科[N=430]

認定学科[N=1448]

非認定学科[N=430]

認定学科[N=1448]

非認定学科[N=430]

認定学科[N=1448]

非認定学科[N=430]

認定学科[N=1448]

非認定学科[N=430]

認定学科[N=1448]

非認定学科[N=430]

認定学科[N=1448]

非認定学科[N=430]

認定学科[N=1448]

非認定学科[N=430]

認定学科[N=1448]

非認定学科[N=430]

認定学科[N=1448]

非認定学科[N=430]

認定学科[N=1448]

非認定学科[N=430]

認定学科[N=1448]

非認定学科[N=430]

認定学科[N=1448]

非認定学科[N=430]

認定学科[N=1448]

非認定学科[N=430]

そう思う ややそう思う あまりそう思わない そう思わない

やりがいのある仕事

成長できる仕事

社会貢献ができる仕事

適切に評価してくれる職場

給与が高い職業

仕事とプライベートのバラ

ンスがとれる仕事

仕事と家事・育児が両立で

きる職場

雇用の安定が確保されて

いる仕事

コミュニケーションが良好な

職場

自分の個性・適正に合って

いる仕事

理念や方向性に共感でき

る会社

自由な裁量のある仕事

知的好奇心が満たされる

仕事

福利厚生が充実している

職場

図表 現在の職場・仕事への評価（各単数選択）

卒業生調査

平成２８年度
実態調査速報値
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認定学科の卒業生は「知識・技能」で教育効果が高いと考えるものがやや多い

図表 在学時代に伸びたと思う能力（各単数選択）

2-２ 伸びたと思う能力

56.9

48.1

48.1

42.1

48.4

39.9

24.8

24.9

25.3

26.2

38.0

33.5

41.9

35.2

50.6

45.5

28.0

27.5

33.4

33.9

50.4

47.2

33.9

30.0

6.5

11.2

37.3

45.5

43.8

49.8

41.0

50.2

52.7

48.9

57.2

51.9

49.4

49.4

44.6

46.8

40.3

42.5

52.5

54.5

51.9

50.2

39.6

39.9

48.7

46.8

15.9

18.9

4.9

4.3

6.9

6.4

8.8

8.2

20.2

24.9

15.9

20.6

11.2

13.7

12.0

15.0

7.9

9.4

18.4

15.0

13.6

15.0

8.5

9.9

14.5

17.6

28.2

18.5

1.0

2.1

1.2

1.7

1.7

1.7

2.3

1.3

1.6

1.3

1.4

3.4

1.6

3.0

1.2

2.6

1.2

3.0

1.1

0.9

1.5

3.0

2.9

5.6

49.4

51.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

認定学科[N=1338]

非認定学科[N=233]

認定学科[N=1338]

非認定学科[N=233]

認定学科[N=1338]

非認定学科[N=233]

認定学科[N=1338]

非認定学科[N=233]

認定学科[N=1338]

非認定学科[N=233]

認定学科[N=1338]

非認定学科[N=233]

認定学科[N=1338]

非認定学科[N=233]

認定学科[N=1338]

非認定学科[N=233]

認定学科[N=1338]

非認定学科[N=233]

認定学科[N=1338]

非認定学科[N=233]

認定学科[N=1338]

非認定学科[N=233]

認定学科[N=1338]

非認定学科[N=233]

認定学科[N=1338]

非認定学科[N=233]

とても伸びた やや伸びた あまり伸びていない ほとんど伸びていない

専攻分野に直接関わる専

門知識

専攻分野の関連領域の

知識

専攻分野の技能

優先順位をつけてスピード

感を持って物事をこなせる

こと

正確に物事をこなせること

相手の状況や考え方を考

慮して話ができること

報告、連絡、相談など仕事

で求められるコミュニケー

ションができること

人との関係を大切にし、協

調・協働して行動できること

筋道を立てて考え、具体的

に表現できること

問題を発見し、原因を考

え、解決に向け取り組める

こと

困難に直面してもあきらめ

ずにやりぬけること

様々な情報を活用しなが

ら、自分の将来にわたって

の働き方を考えられること

仕事に必要な最低限の会

話や説明を外国語でできる

こと

卒業生調査

平成２８年度
実態調査速報値
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2-３ 「企業等と連携した実践的な教育」の受講経験

図表 企業等と連携した実践的な教育経験（各単数選択）

60.5

38.1

79.5

58.8

54.9

34.2

39.5

61.9

20.5

41.2

45.1

65.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

認定学科[N=1448]

非認定学科[N=430]

認定学科[N=1448]

非認定学科[N=430]

認定学科[N=1448]

非認定学科[N=430]

経験した 経験しなかった

企業や病院等から派

遣された講師による学

内での実習・演習

企業や病院等におい

て行われる専門現場

実習

企業や病院等にお

いて行われる職場

体験型インターン

シップ

卒業生調査

認定学科の卒業生は、非認定学科の卒業生に比べて、学内における実習・演習だけでなく、企業
等と連携した企業内実習や職場体験型インターンシップの受講割合が高い

平成２８年度
実態調査速報値
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2-４ 専門学校卒業生による学校への改善要望

「必要な能力等の明確化」「働くこととの結びつきの説明」「卒業生等との交流の場の増加」が上位

図表 学校・学科の教育の進め方等への改善要望（単数選択）

50.2

28.1

49.2

33.5

29.7

29.4

22.9

44.4

24.7

18.2

19.4

33.1

21.8

21.9

22.3
7.4

0% 20% 40% 60%

働く上で必要となる能力等を明確に示す

それぞれの授業等について意義や到達目標をきちんと説明する

学科で学ぶ内容と実際に働くこととの結びつきについて理解できるように説明する

企業と連携した学校内で行う実習など、学内での実践的な教育を充実させる

企業内実習（専門現場実習）を充実させる

企業内実習（職場体験型インターンシップ）を充実させる

企業内実習（インターンシップを含む）に関する情報提供を充実させる

学科の卒業生等、OB・OGとの交流の場を増やす

就職ガイダンスなど、就職や進路についての情報を教えてくれる機会を充実させる

就職相談支援など、就職活動を個別に支えてくれる機会を充実させる

企業等の紹介や面談の場など具体的な就職活動の場を設ける

将来の進路や生き方について考える機会を設ける

資格試験・検定に関する情報を提供する

資格試験・検定対策が十分に実施される

退学者が出ないような精神的なサポートや学習面での支援を充実させる

特に良くするべきことはない

[N=1,878]

卒業生調査

平成２８年度
実態調査速報値
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3-2 「職業実践専門課程」の認知度・認知機会

高校における認知度は「少なくとも名称まで知っている」が約半数で、概ね進学状況に比例
認知機会は「専門学校の教職員からの説明」「案内資料」「自治体等からの連絡」が上位

図表 制度の認知度（単数選択）

16.7 31.9 51.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

[N=1,942]

内容まで知っている 名称のみ知っている 初めて聞いた
20.6

18.1

41.4

32.2

9.4

4.7

3.3

15.5

5.8

14.1

18.8

3.1

25.2

11.9

41.7

33.1

9.9

4.0

2.6

9.3

6.6

11.9

13.2

0.7

31.4

14.1

30.8

27.6

5.1

7.1

5.1

12.8

6.4

15.4

24.4

0.0

0% 20% 40% 60% 80%

自治体又は教育委員会からの連絡

進路指導協議会からの連絡

専門学校の教職員からの説明

専門学校の案内資料

専門学校のウェブサイト

管理職からの連絡

他の教員からの連絡

文部科学省ウェブサイトの閲覧

「職業実践専門課程」のウェブサイト

「職業実践専門課程」のリーフレット（チラシ）

新聞、ニュース等のメディア

その他

30名以上[N=637] 20～30名未満[N=151] 10～20名未満[N=156]

19.5

11.0

12.4

31.4

35.1

30.5

49.0

54.0

57.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

30名以上[N=1250]

20～30名未満[N=328]

10～20名未満[N=364]

内容まで知っている 名称のみ知っている 初めて聞いた

図表 制度の認知度（進学者数別）（単数選択）

図表 制度の認知機会（進学者数別）（複数選択）

高校調査

平成２８年度
実態調査速報値
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3-3 「職業実践専門課程」への評価

制度が進学相談・指導の際に「役に立つ」が約1/3で、「やや役に立つ」を含めると8割強
5～6割が、「高校・高校生・保護者」や「認定効果」の周知充実が必要と回答

図表 進学相談・指導における有用性（単数選択）

図表 進学相談・指導における有用性（進学者数別）
（単数選択）

図表 進路指導等により役立たせるための方法（複数選
択）

33.0 51.1 13.9 2.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

[N=1,942]

役に立つ やや役に立つ あまり役に立たない 役に立たない

33.8

30.5

32.4

51.2

51.2

50.5

13.3

15.5

14.3

1.8

2.7

2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

30名以上[N=1250]

20～30名未満[N=328]

10～20名未満[N=364]

役に立つ やや役に立つ あまり役に立たない 役に立たない

54.1

61.4

29.4

57.1

2.2

3.6

1.0

5.8

54.9

59.1

25.6

52.4

1.5

4.0

2.1

6.4

53.6

59.9

25.5

50.8

0.8

3.3

1.6

7.7

0% 20% 40% 60% 80%

高校に対する本制度の周知を充実する

高校生・保護者に対する本制度の周知を充実する

認定の獲得状況の周知を充実する

認定による効果の周知を充実する

その他

特に改善が必要なものはない（いまのままで十分である）

改善の余地はない（認定制度は高校の進路指導に役に
立たない）

わからない

30名以上[N=1250] 20～30名未満[N=328] 10～20名未満[N=364]

高校調査

平成２８年度
実態調査速報値
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83.7

65.0

3.0

9.0

15.9

15.2

14.8

0.7

18.3

13.5

21.9

21.6

1.9

0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就職実績

資格・検定の取得実績

学校の示す教育目標や教育方針

優れた教員

施設・設備の充実

産業界と連携したカリキュラム

実習・演習等の充実

高校生の保護者等の推奨状況

学費の安さ

学費補助の有無

生徒が進学したい学科がある
（学習内容等が生徒の希望と合致している）

信頼できる情報の提供

その他

特にない

[N=1,942]

3-4 専門学校への期待・情報公開ニーズ

進学相談等での専門学校への期待は「就職実績」が8割強、「資格・検定の取得実績」が約2/3
生徒の進学先選択時の重視事項においてもこれらが上位 【在学生調査】

図表 専門学校への進学相談・指導にあたり高校
が期待すること（複数選択）

【在学生調査】
図表 進学先選択時の重視事項（複数選択）

高校調査

平成２８年度
実態調査速報値
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3-5 専門学校に関する情報収集方法・不足情報

高校による情報収集方法は「専門学校の教職員からの説明」「案内資料」が上位
不足している情報は「就職支援等の取組支援」が約半数

図表 情報収集方法（複数選択）

83.3

86.9

52.3

8.2

6.2

1.0

77.7

87.2

51.8

5.5

2.7

1.8

67.6

85.2

53.0

8.2

2.2

3.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

専門学校の教職員からの説明

専門学校の案内資料

専門学校のウェブサイト

新聞、ニュース等のメディア

その他

専門学校の情報は収集していない

30名以上[N=1250] 20～30名未満[N=328] 10～20名未満[N=364]

7.3

1.1

10.1

28.7

22.5

19.1

52.3

0.7

30.7

14.6

23.7

10.7

0.9

6.5

10.0

0% 20% 40% 60%

学校の教育・人材養成の目標及び教育指導計画、経営方針、特色

学校の沿革、歴史

入学者に関する受入れ方針・入試制度

資格取得、検定試験合格等の実績

教職員の組織、教員の専門性

キャリア教育への取組状況

就職支援等への取組支援

学校行事（学園祭等）への取組状況

生徒支援への取組状況

学生納付金の取扱い（金額、納入時期等）

活用できる経済的支援措置の内容等（奨学金、授業料減免等の案内等）

財務情報

留学生の受入れ・派遣状況

その他

不足している情報はない

[N=1,942]

図表 進学相談・指導時に不足している情報（複数選択）

高校調査

平成２８年度
実態調査速報値
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3-6 専門学校が提供する情報に関する評価

「情報量」や「情報の種類」は多いものの、「情報の信頼性」への評価が相対的に低い

図表 情報への評価（各単数選択）

19.3

14.5

8.9

69.9

71.7

69.7

10.3

12.9

19.9

0.5

0.8

1.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

十分な情報量がある

知りたい種類の情報がある

提供される情報は信頼できる

そう思う ややそう思う あまりそう思わない そう思わない

[N=1,762]

図表 専門学校が提供する情報が不十分と考える理由（自由回答）
種類 代表的意見（要約）

基本的な情報がない

• 募集定員の充足率、正規教員数、経営状況、財務状況についての情報
がない。

• 学費免除や奨学金などの情報が掲載されているが、その対象者数や希望
者数が記載されていない。

• 教員の情報がほとんど掲載されていない。
• 最新の情報に更新されていないものが多い。

情報に統一性がない

• 学校ごとに掲載している情報が異なっており、共通した記載事項が無いので
理解しにくい。

• 学校によって情報量、情報の種類にバラつきがあり、比較しにくい。
• 就職実績や資格取得実績、国家試験合格実績などが、学校によって集計
方法が異なっている。

データの根拠が不明確

• 資格合格率１００％があまりにも多い。資格取得率や就職率の母数が
入学生なのか卒業生なのか明記されていない。

• 割合だけが掲載され、在校生数や受験者数、合格者数の実数が示されて
いない。

• 年度の表示がなく、前年度の実績なのか、過去数年分の実績なのかがわか
らない。

教育内容等に関する情
報がない

• 日常の授業の様子や生徒の指導実態・対応が見えてこない。
• 授業についていけないなど課題のある生徒をどのように支援しているか、入学
後の指導の様子が不明。

• 掲載されている情報と、卒業生から聞いた実際の授業内容等に差がある。

高校調査

平成２８年度
実態調査速報値

専修学校における学校評価・情報公開（H26→H27調査結果）

専修学校における学校評価

情報公開
【学校の教育活動その他の学校運営の状況
に関する情報の積極提供】

自己評価
【各学校の教職員が自らの学校の状況について行う評価】

学校関係者評価
【学校が選任する学校関係者により自己評価の結果等を評価】

《実施率》
６９．８％
→７６．９％

《公表率》
３５．６％
→５３．２％

《実施率》
３６．３％
→４４．７％

《公表率》
２３．１％
→３５．９％

《実施率》
３２．１％
→５２．２％義務 義務

義務

上段 下段

※ 平成２６年５月１日、平成２７年５月１日現在の数値

※ 出典：私立高等学校等実態調査

専修学校における情報公開
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１ 自動車整備専門学校における職業実践専門課程の第三者評価について 全国自動車大学校・整備専門学校協会

２ 情報・ＩＴ系職業実践専門課程における第三者評価の評価基準・体制の構築 学校法人岩崎学園 情報科学専門学校

３ ゲーム・ＣＧ分野職業実践専門課程の質向上を目標とする教員養成及び第三者評価の拡充 学校法人中央情報学園 早稲田文理専門学校

４ 柔道整復師養成施設での職業教育分野別第三者評価モデル事業 公益財団法人 柔道整復研修試験財団

５ 理学療法・作業療法の職業実践専門課程の第三者評価等に係る先進的取組の推進
学校法人福田学園 大阪リハビリテーション
専門学校

６
職業実践専門課程の調理師養成分野における質保証・向上を推進するための第三者評価システムの構
築と評価モデル開発

公益社団法人 全国調理師養成施設協会

７ 美容分野第三者評価試行の成果の普及および職業教育の国際通用性を高めるための調査・研究 一般社団法人 専門職高等教育質保証機構

８ 介護福祉士養成教員に特化した第三者評価項目に基づく各養成施設への評価実施とその成果実証 学校法人敬心学園 日本福祉教育専門学校

９ ホテル専門学校における職業実践専門課程の第三者評価の構築
学校法人日本ホテル学院 専門学校日本ホテ
ルスクール

１０ ファッション分野における職業実践専門課程の質保証の評価を推進する事業 学校法人文化学園 文化服装学院

１１ 動物系職業実践専門課程における第三者評価及び評価者養成の実践と検証 一般社団法人 全国動物専門学校協会

１２ 職業実践専門課程における分野横断的な第三者評価の調査研究及び仕組みの基本設計
特定非営利活動法人 私立専門学校等評価研
究機構

「職業実践専門課程の各認定要件等に関する先進的取組の推進」事業
分野別第三者評価 採択先一覧（平成２８年７月１日採択）

（Ⅰ）自己目標の設定

○ 認定課程ごとに、学生の学修成果を中心とした目的・目標を社会との接続の観点を含めて具体的に設
定する。目的・目標は、職業実践的な教育に適したものとする。

○ 目標として設定する指標は、ある程度分野共通的なものとなることを意識した上で、個別の分野に即し
た具体的な指標を設定する。

（指標の項目例：資格取得、就職状況、離職率、企業等からの評価 等）

○ 設定された目標の水準は、各分野の中で比較できるような枠組み（資格制度、職業能力評価基準等）と
関連付けることが期待される。

（さらには、分野間等で相互に比較できるような資格枠組みの将来的な構築も視野に。）

職業実践専門課程における第三者評価の在り方の検証の方向性について（１）

「職業実践専門課程の各認定要件等に関する先進的取組の推進」において、第三者評価
に関しては、以下の（Ⅰ）及び（Ⅱ）を踏まえて実施する。

その際、各コンソーシアムの枠組を生かしながら、産業界等が参画する評価体制の下で、

それぞれの取組状況を適宜確認・評価することで、より効果的・効率的な取組とすることが求
められる。

資格取得や進路状況等については、各分野に
おいて、分野共通の数値目標を設定する必要
は必ずしもないが、各認定課程が、独自に数
値目標を設定することは奨励される。

第三者評価は、質保証・向上のた
めの「手段」であることに留意する。

目標の設定において、当該分野において、既存の枠組みがある場合はそれを活用する（例：ＩＴ分野
における「i コンピテンシ ディクショナリ（iCD）」）。
参照に適した既存の枠組みがない場合には、日本技術者教育認定機構（JABEE）による認定基準

（基準１：学習・教育到達目標の設定と公開）等を参考に、分野の特性を踏まえた共通目標を設定す
る。
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（Ⅱ）第三者評価の実施

職業実践専門課程としての要件を満たしつつ、学校が設定した目的・目標を達成できているか（目的・目
標の適切性に関する評価も含む）について、社会との接続の観点を含めて評価を行う。

【評価の手法】
評価委員の構成は５名程度（有識者／専門学校関係者／業界関係者等）とする。

【評価の観点】
（１）設置基準等

専修学校設置基準等に適合していることを認定。
・ 教員資格、教員数 ・ 授業時数 ・ 校地校舎の面積、設備 等

（２）職業実践専門課程認定要件
職業実践専門課程の各認定要件に適合していることを認定。

・ 教育課程編成委員会等の委員構成、開催回数、教育課程の編成内容
・ 企業等と連携した実習・演習等の実施
・ 企業等と連携した組織的な教員研修の実施
・ 企業等と連携した学校関係者評価の実施・公表
・ ホームページにおける情報提供

職業実践専門課程における第三者評価の在り方の検証の方向性について（２）

評価委員構成の工夫や、評価に係る評価委員（評価主体）の質の向上方策も
含め、評価体制の充実の在り方について検証を進める。

（Ⅱ）第三者評価の実施

（３）学修成果等
認定課程が目的・目標に設定している学修成果等が達成できているかどうかを評価。

・職業実践専門課程認定要件に係る教育内容等

職業実践専門課程の各認定要件に係る学校の教育内容等（教員組織、教育課
程、施設及び設備等）が、目的・目標達成のために適切に機能しているか。

・上記以外の教育内容等
教育課程や教育施設・設備等が目的・目標達成のために適切なものか。 等

（４）内部質保証
機関内部の質保証の取組や手続きを整備し、それが機能しているかを評価。

※ 目的・目標の設定とそれらの達成状況等についての評価は、認定課程とともに、学校全体を見据
えたものについても行うよう努めるものとする。
※ 機関別評価及び分野別評価の組み合わせも含めた第三者による質保証の将来的な進め方につ

いては、本事業による第三者評価の実施状況等を踏まえて検討するものとする。

職業実践専門課程における第三者評価の在り方の検証の方向性について（３）

当該分野共通の目標を達成するために必要な内容を、分野共通の評価項目と
して具体的に設定する。

内部質保証に係る第三者評価としては、自己評価及び学校関係者評価が適切に機能しているかの評
価を行うことを志向しつつ、そのことと併せて、自己評価及び学校関係者評価による個別項目に係る
評価について、それらの評価（評価項目・評価手法・根拠資料の活用方法等の在り方を含む）の充実
に向けた指導的な役割も期待されていることに留意する。
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５．実践的な職業教育を行う新たな高等教

育機関について 
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○ 職業教育が一段低く見られ、大学への進学自体を評価する風潮
→ スペシャリスト志向の若者にとって魅力ある進学先となる、実践的な職業教育に最

適化した仕組みが必要

○ 産業競争力の維持・強化のため、現場レベルでの改善・革新の牽引役を担うこ
とのできる人材の養成が重要

→ 高度な専門技能等に加え、変化への対応等に必要な基礎・教養や、理論にも裏付
けられた実践力等を兼ね備えた、質の高い専門職業人の層を確保していく必要

→ 職業実践知の教育に軸を置きつつ、学術知の教育にまで至る、実践的な職業教
育に最適化した高等教育機関の創設が必要

○ 職業人が自らのキャリアを主体的に切り拓いていけるよう、社会人の学び直し
環境の整備が課題

→ 社会人の学び直しニーズに対応した機関の整備が必要

第Ⅰ章 ２１世紀を生きる職業人を取り巻く状況と今後の職業人材養成

○ 我が国の経済競争力の維持・向上のためには、

＊成長分野等への人材シフトとともに、

＊事業の現場における様々な変化への対応等（労働生産性の向上、
商品・サービスの質向上、グローバル化への対応など）の推進が不
可欠。

職業実践知の教育に軸を置きつつ、学術知の教育にまで至る、
実践的な職業教育に最適化した高等教育機関の創設が求められ
る。

第Ⅱ章 高等教育における職業人養成の現状と課題

○大学進学率の上昇 。

（多様な学生が同一の尺度で大学選び→ 入学後、意欲

をもって学修に取り組めないなどのミスマッチ ）

○大学における社会人学生の受入れは、
ＯＥＣＤ諸国で最低の水準。

○大学等は、制度上は、教養教育と学術に
基づく専門教育を行うもの。

※ 職業実践知に基づく技能等の教育については、
制度上、明確な位置付けなし。

変化への対応が求められる中で、事業の現場の中
核を担い、現場レベルの改善・革新を牽引できる人
材の養成強化が必要。

○ 【産業・職業をめぐる状況】 生産年齢人口の減少、日本
型雇用慣行の変容（企業内教育訓練の縮小）

○【職業人をめぐる状況】 職業人に求められる能力の
高度化・複雑化、雇用の流動化 など

《中央教育審議会答申》 （平成２８年５月３０日）
個人の能力と可能性を開花させ、全員参加による課題解決社会を実現するための教育の多様化と質保証の在り方について

〔第一部〕 社会・経済の変化に伴う人材需要に即応した質の高い専門職業人養成のための新たな高等教育機関の
制度化について ＜概要＞

産業・職業と職業人の状況 今後の職業人材養成の在り方

現 状 課題と求められる対応

○大学体系に位置付く次のような機関を制度化。☆制度の基本設計

第Ⅳ章 新たな高等教育機関の制度設計

❶ 専門とする特定の職業に関し、高度な専門的知識等を与え、理解を深化 【専門高度化】

❷ 専門とする特定の職業に関し、卓越した技能等を育成するとともに、実践的な対応力を強化 【実践力強化】

❸ 一定の産業・職業分野に関し、当該分野全般の、又はその関連の基礎知識・技能等を育成 【分野全般の精通等】

❹ 実践的技能や、実践知と理論知、教養等を統合し、課題の解決や、新たな手法等の創造に結びつけられる総合的な能力を育成 【総合力強化】

❺ 職業人としての基礎的･汎用的能力や教養、主体的なキャリア形成を図るために必要な能力を育成 【自立した職業人のための｢学士力｣育成】

第Ⅲ章 新たな高等教育機関の制度化の方向性

新たな機関は、教養や理論に裏付けられた実践力を育成するものであること等を踏まえ､大学体系に位置付け、
大学等と同等の評価を得られるようにする｡

実務家教員

○ 理論と実践を架橋する教育内容として、
・教養・基礎教育及び専門教育を通じ、実践的な能力を培うよう、体系的に教育
課程を編成。分野の特性に応じ、卒業単位のおおむね３～４割程度以上は､
実習等の科目を修得、企業内実習等を､２年間で300時間以上､４年間で600
時間以上履修。

・授業で身に付けた知識・技能等を統合する総合的な演習科目を設定。

○ 実務家教員を教員組織の中に積極的に位置付け。
・必要専任教員数のおおむね４割以上は、実務家教員とする。さらに、専任
実務家教員については、その必要数の半数以上は、研究能力を併せ有する
実務家教員とする。

○ 産業･職能団体、地域の関係機関等との連携に
より、教育課程を編成･実施する体制の整備を
義務付け。

○ 設置認可、評価における連携として、
・ 設置認可審査における産業界等との連携体制を

確保。

・ 認証評価においては、専門団体との連携による分野別質
保証の観点を採り入れ。

☆具体的設計

身に付けさせるべき資質・能力

大学体系への位置付け

制度設計の在り方

① 学士課程相当の課程を提供する機関 《修業年限４年》

② 短期大学士課程相当の課程を提供する機関 《修業年限２年又は３年》

○４年制課程については、前期・後期の区分制課程も導入。

※ 前期終了後一旦就職してから後期へ再入学する、他の高等教育機関
から編入学する、社会人が学び直しのために後期から編入学するなど、
積み上げ型の多様な学習スタイルを想定

① 理論と実践の架橋による職業教育の充実 ② 産業界・地域等のニーズの適切な反映、
産業界・地域等との連携による教育の推進
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【研究機能の位置付け】
「教育」機能に重点を置くが、大学体系に位置付く機関として、理論と実

践を架橋する教育を行うためにも､機関の目的には｢研究｣を含める。
→ 職業･社会における「実践の理論」を重視した研究を志向

【制度上の位置づけ】
教員の資格基準等も一定の水準を担保することから、大学制度の中に

創設し、国際的通用性のある学位授与機関として位置付け。

【学位の種類・表記】
実践的な職業教育の成果を微表するものとして相応しい学位名称を

設定。
※ 大学･短大と同様、「学士」及び「短期大学士」の学位を授与し、当該学位に

は、専攻分野の名称として、産業・職業分野の名称を付記することや、専攻分
野に加え、「専門職業」「専門職」などの字句を併せ付し、専門職業人養成の
ための課程を修了したことを明確にすること等が適当

【 名 称 】
例えば、４年制は､｢専門職業大学｣ ､｢専門職大学｣など､ ２・３年制
は､｢専門職業短期大学｣､「専門職短期大学｣など。
※さらに、幅広い意見を踏まえ、相応しい名称を定めることが適当。

○ 専門高校卒業生、社会人学生など多様な学生を
積極的に受け入れることを、努力義務化。

○ 社会人等に対応した教育内容・方法として、
・パートタイム学生や科目等履修生として学ぶ機会を

積極的に提供（長期履修の活用、学内単位バンクの整備等）。

・短期の学修成果を積上げ､学位取得につなげる仕組み
を整備（モジュール制、修業年限の通算・単位認定等）。

○ 入学者選抜では、実務経験や保有資格、技能検定で
の成績等を積極的に考慮し、意欲・能力・ 適性等を

多面的・総合的に評価。

○ 教員について、
・ 教授・准教授等の資格基準（求める能力の水準）については、大学・短大と同等の
水準確保を基本｡

・ 実務家教員を、教員組織の中に積極的に位置付け。

○ 必要専任教員数、備えるべき施設設備、校地･校舎面積については、大学・短
大の水準を踏まえつつ、質の高い職業人養成に相応しい適切な水準を設定。
※ 大学・短期大学設置基準の水準を踏まえつつ、機関の特性に留意し、校地面積や

運動場等についは、弾力的な対応が可能な基準を設定。

○ 教員や教育内容等の質が十分に確保されたものを認可。大学･短大と同等又は
それ以上に充実した情報公表を義務付け。分野別質保証やできる限り客観的な指
標を採り入れた評価。

☆制度全般にわたる事項

【対象分野】
制度として､分野の限定は行わない。職業実践知に基づく教育と

学術知に基づく教育の融合による人材養成の充実について具体的
なニーズが認められる分野を主に想定。

【設置形態】
大学･短期大学が､一部の学部・学科を転換させるなど､新たな機

関を併設し、より多様な学習機会を学生に提供することも可能に。

【財政措置】
必要な財源の確保を図り､改革に積極的に取り組む既存の高等教育

機関への支援が維持・充実されるようにするとともに､専門職業人養成
を担う機関として相応しい支援を行っていくことが必要｡

※ 機関に対する基盤的経費やプロジェクト経費、学生に対する修学支

援や教員に対する研究助成の措置が図られるようにすることを基本と
する。

※ 産業界等から求められる人材の養成とそのための多元的な資金
導入との好循環が確立された機関となるよう、必要な制度設計
等を進めていく。

③ 社会人の学び直し等、
多様な学習ニーズへの対応

④高等教育機関としての質保証と国際的な通用性の担保
実践的な職業教育に相応しい教育条件の整備

◎ 変化への対応が求められる中で、基礎・教養や理論にも裏付けられた優れた技能等を強みに､事業の現場
の中核を担い､現場レベルの改善・革新を牽引していくことのできる人材
【新たな機関で養成する人材に(将来的に)期待する役割】

※ 企業等の活動の次のような側面を先導する者となることを期待

●生産・サービスの現場で中核的な役割を担う人材等として
・生産・サービスの工程の改善やこれを通じた生産性の向上
・ 高度な技能や洗練された技術・ノウハウによる優れた商品・サービスの提供

など
●その専門性をもって、自ら事業を営み、又はこれを補佐する人材として
・新たな付加価値の創造、これを活かした新しい商品・サービスの考案
・新規事業の創出、強みのある製品・サービスを活かした新規市場の開拓

など

◎ 高等教育の終了・入職時点で、専門的な業務を担うことのできる実践的な能力とともに、変化に対応し、自ら
の職業能力を継続的に高めていくための基礎（伸びしろ）を身に付けた人材

《 成長分野等で求められる人材例 》
例えば、IT分野で、新たなアイデアの構想・提案等も行うプログラマーやＣＧデザイナー等 ／

観光分野で、接客のプロとして活躍するとともに、現場におけるサービス向上の先導役を果たす人材 ／
農産物を生産しつつ、直売、加工商品開発等の事業も手掛け、高付加価値化、販路拡大等を先導する人材 など

◎ 変化への対応が求められる中で、基礎・教養や理論にも裏付けられた優れた技能等を強みに､事業の現場
の中核を担い､現場レベルの改善・革新を牽引していくことのできる人材
【新たな機関で養成する人材に(将来的に)期待する役割】

※ 企業等の活動の次のような側面を先導する者となることを期待

●生産・サービスの現場で中核的な役割を担う人材等として
・生産・サービスの工程の改善やこれを通じた生産性の向上
・ 高度な技能や洗練された技術・ノウハウによる優れた商品・サービスの提供

など
●その専門性をもって、自ら事業を営み、又はこれを補佐する人材として
・新たな付加価値の創造、これを活かした新しい商品・サービスの考案
・新規事業の創出、強みのある製品・サービスを活かした新規市場の開拓

など

◎ 高等教育の終了・入職時点で、専門的な業務を担うことのできる実践的な能力とともに、変化に対応し、自ら
の職業能力を継続的に高めていくための基礎（伸びしろ）を身に付けた人材

《 成長分野等で求められる人材例 》
例えば、IT分野で、新たなアイデアの構想・提案等も行うプログラマーやＣＧデザイナー等 ／

観光分野で、接客のプロとして活躍するとともに、現場におけるサービス向上の先導役を果たす人材 ／
農産物を生産しつつ、直売、加工商品開発等の事業も手掛け、高付加価値化、販路拡大等を先導する人材 など

養 成 す る 人 材

実践的な職業教育を提供するための独自の基準を整備。
そうした教育を行うことを制度的に義務付けられた機関として明確化。

実践的な職業教育を行う新たな高等教育機関の制度化のポイント
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◎ ２・３年制及び４年制の複数の修業年限を制度化。
※高卒後の学生のほか、社会人学生、編入学生など、多様な学習者に、多様な学習機会の選択肢を提供

◎ ４年制課程については、前期・後期の区分制課程も導入。
※ 前期修了後一旦就職してから後期へ再入学する、他の高等教育機関から編入学する、社会人が学び直しのために

後期から編入学するなど、積み上げ型の多様な学習スタイルを想定
※ 前期修了時に職業資格を取得した上で、後期においては、有資格者であることを前提とした専門

実務実習を行うなど、より実践的な職業教育プログラムの提供も可能に

修

業

年

限

《実践的な職業教育のためのカリキュラム》
◎ 分野の特性に応じ、卒業単位のおおむね３～４割程度以上は、実習等（又は演習及び

実習等）の科目を修得。
◎ 分野の特性に応じ、適切な指導体制が確保された企業内実習等を､２年間で300時間

以上､４年間で600時間以上履修。 ＊設置基準等により義務付け

《産業界･地域等のニーズの反映》
◎ 産業界･地域の関係機関との連携により、教育課程を編成･実施する体制を機関内に

整備（教育課程編成・実施委員会の設置など） ＊設置基準等により義務付け

《社会人等が学びやすい仕組み》
◎ 社会人等をパートタイム学生や科目等履修生として積極的に受け入れる仕組みや、
短期の学修成果を積み上げ、学位取得につなげる仕組みを整備。

※ 長期履修制度の活用、学内単位バンクの整備、モジュール制の導入促進、修業年限の通算・単位認定に関する
制度の弾力化

教

育

内

容

･

方

法

◎ 質の高い実践的な職業教育を行う機関としての相応しい設置基準等を制定。
※ 大学・短期大学設置基準の水準を踏まえつつ、機関の特性に留意し、校地面積や運動場等について

は、弾力的な対応が可能な基準を設定。

◎ 各授業科目について同時に授業を受ける学生数を、原則４０人以下とするこ とを義務付け。

◎ 大学・短大と同等又はそれ以上に充実した情報公表を義務付け。

◎ 認証評価については、専門団体との連携により、分野別質保証の観点を採り入れた評価を導入。
※ 情報公表及び評価に当たっては、学生、企業等の視点からのできる限り客観的な指標を採り入れ。

質

保

証

◎ 新たな機関の機能は実践的な専門職業人養成のための「教育」に重点を置くが、理論と実践を架橋
する教育を行うためにも、機関の目的には「研究」を含める。

→ 職業・社会における「実践の理論」を重視した研究を志向

研
究
機
能
の

位
置
付
け

◎ 実務家教員を、教員組織の中に積極的に位置付け。
－ 必要専任教員数のおおむね４割以上は、実務家教員とする。
－ さらに、専任実務家教員については、その必要数の半数以上は、研究能力を併せ

有する実務家教員とする。 ＊設置基準等により義務付け

◎ 設置認可時の教員資格審査では、実務家について、その実務卓越性に基づき、教員としての資格を

適切に評価。
※ 保有資格、実務上の業績、実務を離れた後の年数等を確認。

教

員

◎ 専門高校卒業生、社会人学生など多様な学生を積極的に受け入れることを、努力義務化。

◎ 入学者選抜では､実務経験や保有資格､技能検定での成績等を積極的に考慮し、意欲・能力・適性等

を多面的・総合的に評価。

入
学
者
の

受
入
れ
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◎ 実践的な職業教育の成果を徴表するものとして相応しい学位名称を設定。

※ 学位の種類としては、大学・短大と同様、「学士」及び「短期大学士」の学位を授与することが適当。

※ 現行の大学・短大の学位には、専攻分野の名称を付記するものとされているが、新たな機関では、
当該専攻分野の名称として、学問分野よりも、産業・職業分野の名称を付記することや、専攻分野に
加え、「専門職業」、「専門職」などの字句を併せ付し、専門職業人養成のための課程 を修了したことを
明確にすること等が適当

学

位

◎ 大学､短期大学が、一部の学部、学科を転換させるなど、新たな機関を併設し、より

多様な学習機会を学生に提供することも可能に。

設
置
形
態

◎ 例えば、４年制は、「専門職業大学」、「専門職大学」など
２・３年制は、「専門職業短期大学」、「専門職短期大学」など。

※ さらに、幅広い意見を踏まえ、相応しい名称を定めることが適当。

名

称

◎必要な財源の確保を図り、実践的な職業教育を行い、専門職業人養成を担う機関として
相応しい支援 を行っていく。

※ 機関に対する基盤的経費やプロジェクト経費、 学生に対する修学支援や教員に対する研究助成の

措置を図ることを基本とする。
※ 産業界等から求められる人材の養成とそのための多元的な資金導入との好循環が確立された機関と

なるよう、必要な制度設計等を進めていく。

財
政
措
置
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